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議案 第８ ６や

ひた ちな か市 市税 条例 等の 一郎 を改 ｊＥＥす る条例制、定 につ いて

ひた ちな か市市税条例 等の 一部 を改 ｉＥ する 条例 を９ｊ紙 のと おり 制定 する。

平成 ３０ 年　 ９Ｊ１　 ３日　 提ｉ

平成　　 年　　 月　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 本　 間　 源　基
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ひた ちな か市条例 第　　号

ひた ちな か市市税条例 等の 一部 を改 ｉＥ する 条例

（ひ たち なか市市税条例の 一部 改ｊミ）

第１ 条　 ひた ちな か市市税条例 （平成６ 年条例第 ３９ そ） の一部を 次の よう に改 ｊＥ
し＿。

する。

第２ ３条 第１ 項中 「合 算額 によ って 」を ［合 算額 によ り］ に， 「均 等割額に よ・つ

て」 を「 均等 割額 によ り」 に， 「法 人税 割額 によ って 」を 「法 人税 割額 によ り」に

改め ，回 条第 ４項 中「 この 節」 の次 に「 （第 ４８ 条第 １０ 項か ら第 １２ 項ま でを除

く。 ）」 を加 える。

第２ ４条第１ 癢中 「規 定に よっ て」 を「 規定 によ り」 に改 め， 回項 第３ そ中 「１，

２５ ０， ００ ０ＰＩ」 を「 １， ３５ ０， ００ ０ＦＩ」 に改 め， 回条 第３ 項中 「得 た金

額」 の次 に［ に１　０　０， ０　０　０ＦＩ］ を加 算し た金 額」 を加 える。

第３ ４条 の２ 中「 ，所得割 」を 「， 前年 の合計所得を額が ２５ ，０ ００ ，００

０　ＰＩ ぶ下であ る所得割」に改め る。

第３ ４条 の６ 中「 所得割の 納税 義務 者」 を［ 前年 の合 計所 得金 額が ２５ ，０ ０．

０， ００ ０ＦＥ］ な下 であ る所 得割 の納 税義 務者 」に 改め ，回 条各 号中 「場 合に おい

ては 」を 「４ 合に は」 に改 める。

第３ ６条 の２ 第１ 項中 「の 者」 を「 に掲 げる 者」 に改 め， 回項 ただ し書 中「規

定に よっ て」 を「 規定 によ り」 に改 め， 「髱偶者 特５３１」控 除額 」の 次に 「（ 所得税法

第２ 条第 １項 第３ ３そ の４ に規 定す る源 泉控 除対 象ｌｉａ Ｓ者 に係 るも のを 除く 。）」

を加 える。

第４ ８条 第１ 項中 「規 定に よる 申告 書」 の次 に「 （第 １０ 癢‾ｋＵ 第。 １１ 癢に おい

て「納税 串告書」 とい う。 ）」 を加 え， 回条 に次 の３ 項を加え る。

１０　 法第 ３２ １条 の８ 第４ ２項 に規 定す る特 定法 人で ある Ｆｊ９国 法人 は， 第１項

の規 定に より ，納 税申 告書 によ り行 うこ とと され てい る法 人の 市民 税の 申告に

つい てはバ筑項の 規定 にか かわ らず ，回 条第 ４２ 項‾玖，び施行規則で 定め るとこ

ろに より ，納 税申 告書 に記 載す べき もの とさ れて いる 事項 （次 項に おい て「申

告書 記載 事雉」と いう 。） を， 法第 ７６ ２条 第１ せに 規定 する 地力 税関 Ｗ手 続ＪＩ］

ｔ子 情報 処ＪＩ組 織を 使ＪＩ］ し， かつ ，籬方税 Ｊち 回機 構（ 第１ ２項 にお いて Ｆ機 構）

とい う。 ）を 経寮＿ｌ して 行う 方法 その 他施 行規 則で 定め る方 法に より 市長 に提供

する こと によ り， 行わ なけ れば なら ない。

１１　 前項 の規 定に より 行わ れた 回項 の申 告に ついては ，申 告書 記載 事項 が記載
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され た納 税申 告書 によ り行 われ たも のと みな して ，こ の条 例又 はこ れに ＪＩ づく

規則 の規 定を 適用 する。

ｉ２　 第１ ０琢，の 規定 によ り行 われ た回 項の 申告 は， 法第 ７６ ２条 第１ 号の 機構

の使 篦に 係る 束子 計算 機（ 入出 力装 置を 含む 。） に備，え られ たフ ァイ ルへ のｔ録

がＩされ た時 に回 項に 規定 する 市長 にｊ５り 達し たも のと みな す。

第‾９２ 条を第９ ２条 の。２と し， 第２ 章第 ４節 中回条の前に 次の ｔ条 を加 える。

（製造た ばこ の区分）

第９ ２条　 製ま たば この ＩＸ 分は ，次 に掲 げる とお りと し， 製造 たば こ代 ＪＩ 品に係

る製嵬た ばこ の区分は　 售該製造たば こ代 ＪＩ］品 の４生状 によ る。 もの とす る。

（１ ）　 喫煙用の製造たばこ

ア　 飫巻 たばこ

イ　 葉巻たばこ

ウ　 パイ プた ばこ

エ　 刻みたばこ

オ　 加熱式た ばこ

（２ ）　 かみ用の製造たばこ

（３ ）　 かぎ用の製造たばこ

第９ ３条 の次 に次 の１ 条を 加え る。

（製 また ばこ とみ なす４合）

第９ ３条 の２　 加熱 式た ぱこ の喫 煙Ｊｌｊ 具で あっ て加 熱’ によ り蒸 でほ とな るグ リセリ

ンそ の他 の物 品又 はこ れら の混 合奏 を充 填し たも の（ たば こ事 業ま 第３ 条第１

項に 規定 する 会社 （歇下こ の条 にお いて 「会 社」 とい うよ 加鳬式た ばこ の９

煙用 具で あっ て加 熱に より 蒸気 とな るグ リセ リン その 他の 物心 又は これ らの混

合物 を充 填し たも のを 製造 した 特定販売 業者 ，加 熱式 たば この 喫煙 ＪＩ］Ｊｔで あっ

て擲熱に より 蒸笂とな るグ リセ リン その 他の 物昴 又は これ Ｉら のＳ 合物 を充 填し

たも のを 会社 又は 特定 販売 業者 から 委自Ｅを 受け て製 造し た者 その 他こ れら に準

ずる 者と して施觝規ｍ第８ 条の ２の ２で定め る者によ り・渡し，ｍ費等又は り｜

渡し がさ れた もの 八び輸入 され たも のに ｍる 。ぷ 下こ の条八び次条 第３ 項第１

号に おい て「 特定加熱式た ばこ 喫煙 ＪｔＪＡ 」と いう 。） は， 製造たば こと みな して，

この 節の 規定 を適 卅す る。　この 場合 にお いて に特 定加 熱式 たば こ・喫煙 ＪＩ 具に係

る製造た ばこ の区分は，加熱式 たば こと する。

第９ ’４ 条第 １項 中「 第９ ２条 第１ 叛」 を「 第９ ２条 の２ 第１ 項」 に改 め， 「消費

等」 の次 に「 （ぶ 下こ の条 八び 第９ ８条 にお いて 「売 渡し 等」 とい う。 ）」 を加 え，

回条 第２ 項中 「前 項の 製造 たば こ」 の次 に「 （加 熱式 たば こを 除く 。） 」を 加え ，「喫

煙肖１の 紙巻 たば こ」 を「 紙巻 たば こ」 に， 「鳬 該右 欄」 を「 回表 の右 欄」 に改 め，

回項 Ｒ段 を削 り， 同雉の表 中「 パイ プた ばこ 」を 「葉 巻た ばこ 」に ，「 葉巻 たば こ」
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を「 パイ プたばこ 」に 改め ，回 条第 ４項 中「前項」を 「前 ２項」に ，「 製きたば こ」

を「 第４ 項の製造たば こ」 に改 め， ［重 ］な 」の 次に 「又 は前項の加熱式た ばこ の品

目ご との １個 肖た りの 重Ｓ：」 を加 え， 回項 を同 条第 ６項 とし ，回 条第 ３項 中「前

項」 を「 第２ 項」 に， 「を 本数」を 「を 紙巻 たば この 本数」に ，「 場合 の」 を「場

合又 は前項第 １号 に掲 げる 方法 によ り回 号に規定する 加熱式た ばこ の重 ２を 紙巻

たば この 本数 に換算す る場合に おけ る」 に， 「第 ９２ 条第 １項 の売 渡し 又は 回条第

２項の売渡し若し くは翕費等」 を「 売渡 し等」に ，「 回欄」を 「第 ９２ 条」 に改 め，

「喫煙ｍ の」 を削 り， 回項 を回 条第 ４項 とし ，回項の次に次の １項 を加 える。

５　 第３ 項第 ２号 に掲 げる 方法 によ り加 熱式たば この 重量 を紙巻た ばこ の本数に

換算する 場合 にお ける 計算 は， 売渡 し等 に係 る加熱式たば この 品目 ごと の１個

亶Ｘたり の重 翫（ 回号 に規 定す る加 熱式 たば この 重量 をい う。 ）に 肖該 加熱 式たば

この 品目 ごと の数 ｔを 乗じ て得 た重 ｔを 合計 し， その 合計 重量 を紙 巻た ばこの

本数 に換算す る方 法に より 行う もの とす る。

第９ ４条 第２ 項の 次に 次の １項 を加 える。

３　 加熱 式た ばこ に係 る第 １羝 の製 また ばこ の本 数は ，第 １そ に掲 げる 方法 によ

り換 算し た紙 巻た ばこ の本 数に ０． ８を 乗じ て計 算し た紙 巻た ぱこ の本 数ノ第

２倚に掲 げる 方法 によ り換 算し た紙 巻た ばこ の本 数に ０． ２を 乗じ て計 算した

紙壟たば この 本数 八び 第３ ９に 掲げ る力 まに より 換算 した 紙き たば この 本数に

０． ２を 乗じ て計 算し た紙巻た ばこ の本数の 合計数に よる もの とす る。

（１ ）　 加熱式た ばこ ［特 定加熱式 たば こ喫 煙ＪＩ］ 具を 除く 。） の重 ｊａ の１ グラム

をも って 紙巻 たば この １本 に換算す る方法

（２ ）　 加熱 式た ばこ の重 量（ フィ ルタ 。－ その 他の 施行 規則 第１ ６条 の２ の２

で定 める もの に係 る部 分の 重量 を除 く。 ）の ０． ４グ ラム をも って 紙巻た

ばこ の０ ．５ 本に換算 する 力法

（３ ）　 次に 掲げ る加 熱式 たぱ この 【ヌ：分 に応 じ， それ ぞれ 次に 定め る金 額の紙

巻た ばこ の１ 本の を額 に相 肖す るを額（所得税法等の 一部 を改 ‾をする法

律（ 平成 ３０ 年法 律第 ７そ ）附則第 ４　８条 第１ 項第 １号 に定 める たばこ

税の 税率 ，一 般会 計に おけ る債 務の 承継 等に 伴い 必Ｓ な財 源の 確保 に係

る特 ＳＩ」措 置に Ｍす るま律（ 平成 １０ 年法律第 １３ ７号）第 ８条 第１ 癢に

規定する たば こ特 ５３ １」 税の 税率，法第７ ４条 の５ に規定す るた ばこ 税の税

率八 び法第４ ６８ 条に 規定する たば こ税 の税率を それぞれ １， ００ ０で

除し て得たを額の合計額を １０ ０分 の６ ０で 除し て計算し た金額を いう

第８ 項に おい て回 じ。 ）を もっ て紙巻た ばこ の０ ，５ 本に換算 する 方法

ア　 売渡 し等 の時 にお ける 小売 定価 （た ばこ 事業法第 ３３ 条第 １項 又は

第２ 項の 認ｉｉＴ を受 けた 小売 定価 をい う。 ）が 定め られ てい る加 熱式たば

こ　 肖該 ノ」ヽ売 定価 に相 肖す る金額（ 消費税ま （Ｓ １日 ６３ 年法律第 １０

４



８そ ）の 規定 によ りＳ され るべ き消 費税 に相 肖す るを 額Ｔ反び法第 ２章

第３ 節の 規定 によ りほ され るべ き煙１方 翕費 税に 相当 する を額 を除 く。）

イ　 アに 掲げ るも のぷ 外の 加熱 式た ばこ　 たば こ税 法（ 昭和 ５９ 年法律

第乙 ７２ そ） 第１ ０条 第３ 項第 ２号 ロｊ．び 第４ ＪＪ｛の 規定 の例 によ り算 定・

したを額

第９ ４条 に次 の４ 項を 加え る。

７　 第３ 項第 ３そ に掲 げる 方法 によ り加易式 たば こに 係る 同そ ア又 はイ に定 める・

を額 を紙きたばこ の本数に換算する ｌａ合におけ る計算は。売渡し等にｇる加熱

式た ぱこ の品 目ご との １個 肖た りの 回号 ア又 はイ に定 める 金額 にやｉ該 加熱 式た

ぱこ の品 目ご との 数ｔ を乗 じて 得た 金額 を合 計し ，そ の合 計額 を紙きた ばこの

本数 に換算す る力まに より むう もの とす る。

８　 前項の計算に 関し ，加 熱’式た ばこ の品 目ご との １個 肖た りの 第３ 項第 ３号ア
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

に定める を額又は紙巻たぱ この １本のを額に相肖 する を額に１ 銭未満の端数が

ある 場合には，そ の端数を切り 捨て るも のと する。

９　 第３ 項各 号に 掲げ る方 法に より 換算 した 紙巻 たば この 本数・に 回項 に規 定する
／　　　　’

数を 乗じ て計算し た縦きた ばこ の本 数・ に１ 本末満の ち数 があ る場ｉ合 には ，その

端数 を切 り捨てる もの とす る。

１０　 前各項に 定め るも のの ほか，こ れら の規定の 適用 に関 し必まな事項 は，施

行規 則で 定め ると ころ によ る。

第９ ５条 中「 ５， ２　６　２Ｆｌ」 」を 「５ ，６ ９２ Ｐモ」」 に改 れる。

第９ ６条 第３ 項中 「第 ９２ 条」 を「 第９ ２条 の２ 」に 改め る。

第９ ８条 第１ 項中 「第 ９２ 条第 １項 め売 渡し 又は 回条 第２ 項の 売渡 し若七くは

塲費 等」 を「 売ま し等 Ｌに ａめ る。

付則 第６ 条第 １項 中［ 得た 金額 ］の 次に 「に １　０　０，　００ ０Ｐモ」 を加 算し た金 額」

を加える。
ｉ

付則第！ １条 の２ 第２ ４項 中「附ｍ第１ ５条第４ ４項」を 「附則第 １５ 条第４

３項」に改め ，回条第 ２５ 項中 〔附則第 １５ 条第 ４５ 〕Ｅａ」 を「附ｍ第１ ５条第４

｀　 ４項」に 改め ，回 条第 ２　６　瑕中 「附ｍ第 １５ 条第 ４７ 項」 を「附則 第１ ５条第４

６項」に 改め る。

付則 第１ ８条 の２ 第３ 項中 「第 ３７ 条の ７」 を「 第３ ７条 の６ 」に ，『 第３　７’条

の９ の４ 又は 第３ ７条 め９ の５ 』を 「第 ３７ 条の ８又 は第 ３７ 条の ９」 に改 める。

付則 第２ ８条 中「若し くは 第４ ５項」を ≒第 ４５ 項若 しく は第 ４８ 項」 に改

める。

第２ 条　 ひた ちな か市市税条例 （り二部 を・次の よう に改 ｉＥ する。

第９ ４条 第３ ４中 「０ ．８ 」を 「０ ．６ 」に ，「 ０． ２」 を「 ０． ４」 に改 める。

付ｍ 第２ ８条 中「 第４ ４ＪＥａ ，第 ４　５ＪＪ｛ ｝を 「第 ４３ 項， 第４　４　癢」 に， 「第 ‾４８
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項」 を「 第４　７　項」 に改 める。

第３ 条　 ひた ちな か市 市税 条例 の一 部を 次の よう に改 ｍす る。

第９ ４条 第３ 項申 「０ ．６ 」を 「０ ．４ 」に ，「 ０， ４を 」を Ｆ０ ．６ を」 に改

め， 回項 第３ 号申 「附則第 ４８ 条第 １項 第１ 号」 を「 附則 第４ ８条 第１ 項第 ２号」

に改 める。

第９ ５条 中「 ５， ６９ ２［Ｉ］ 」を 「６ ，１ ２２ トｌ」」 に改 める。

第４ 条　 ひた ちな か市 市税 条例 の一 部を 次の よう に改 ｊＥ する。

第９ ４条 第３ 項申 「０ ．４ を」 を「 ０． ２を 」に ，「 ０． ６」 を「 ０　 ８」 に改

め， 回Ｊモ肖 第３ 号申 「所得税法等 の一 部を 改」Ｅす るま律（平成 ３０ 年法律第 ７そ）

附則第４ ８条第１ 項第 ２号 に定 める 」を 「た ばこ 税法 ［ｉ］Ｒ 和５ ９年法律第７ ２号）

第１ １条 第１ 項に 規定する 」に 改め ，回 ぢイ 中「 （Ｕｇ和 ５９ 年法律第 ７２ ぢ） 」を

削る。

第９ ５条 中「 ６， １　２　２ＦＩモ１」 を「 ６， ５５ ２ＦＩ」 に改 める。

第５ 条　 ひた ちな か市 市税 条例 の一 部を 次の よう に改 止す る。

第９ ３条 の２ 中「 ‾攷び次 条第 ３」ミＲ 第１ ｇ」 を削 る。

第９ ４条第３ 項中 「第 １そ に」 を「次に 」に 改め ，「 紙巻たば この本数 に０ ．２

を乗 じて 計算 した紙巻たば この本数，第 ２そ に掲げる 方伍によ り換算し た紙巻た

ばこ の本数に ０． ８を乗じ て計算し た紙巻た ばこ の本数八び第 ３そに掲 げる 力法

によ り換 算し た紙 巻た ばこ の本 数に ０． ８を 乗じ て計 算し た」 をＭ り， 鶚癢 中第

１号 を削 り， 第２ そを 第１ 号と し， 第３ そを第２ 号と し， 回条第４ 項中 「又 は第

３項第１ 号に掲げ る方法に より 回号に規定す る加熱式たば この重量 を紙巻た ばこ

の本 数に 換算 する ４合 」を 削り ，回 条第 ５Ｊミ回 中「 第３ 項第 ２号 」を 「第 ３項 第１

そ」 に改 め， 回条 第７ 項申 「第 ３項 第３ ぢ」 を「 第３ 項第 ２号 」に 改め ，回 条第

８　羝中 「第 ３Ｊミ「｛第 ３そ ア｝ を「 第３ 」ミＦ｛ 第２ やア ｝に 改め ，回 条申 第９ 項を 肖Ｉ』り，

第１ ０項 を第 ９項 とす る。

（ひ たち なか市市税条例等 の一 部を 改‾をす る条例の 一部 改ｊＥ）

第６ 条　 ひた ちな か市市税条例 等の 一部 を改止す る条 例（ 平成 ２７ 年条例第 ３０ 号）

の一 部を 次の よう に改 ｊＥ する。

Ｈｍ 第６ 条第 ２Ｊミ耿 申「 新条 例」 を「 ひた ちな か市 市税 条例 」に 改め ，鶚癢第３

そ中 「平 成３ １年 ３ル ３１ 日」 を「 平成 ３１ 年９ 」１　３　０　日」 に改 め， 回条第４項

申「 新条 例第 ９２ 条第 １項 」を 「ひ たち なか 市市 税条 例第 ９２ 条の ２第 １癢」に

改め ，回 条第 １３ Ｊミｒ｛ 中「 平成 ３１ 年４ 天」 １日 」を 「平 成３ １年 １０ 」１ １日 」に，

「１ ，２ ６２ Ｆ」 」を 「１ ，６ ９２ ［Ｉ］」 に改 め， 鶚条 第１ ４項 の表 申「 平成 ３１年

４Ｊｊ　３　０日 」を 「平 成３ １年 １０ 」］ ３１ 日」 に， 「平 成３ １年 ９」」　３　０　日」 を「平
Ｓ

成３ ２年 ３１ ３１ 日」 に改 める。

６



付　則

（施行期 日）

第１ ｊ参　 この気叺は， 平ぼ ３　０， 年１ ０Ｊミｊ １日 から 施行する 。　 ただ し， まのをそに掲
Ｉ　 ・　　　　　 －　　　 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¶　　　　　　　　　　　　　 Ｓ¶　　　　　　　　　　　　　・

げる 規定 はパ胞，該各 号に 定め る目 から 施行 する。
ｌ

（１ ）　 第１ 条キ ひた ちな か市 市税 条例 付則 第２ ８条 の改 ‾χＥ規 定　 ぬ布 の目

（２ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 第３ ６条 の２ の改 ｉＥ 規定 ｊａ び付 則第 １８

条の ２の 改‾を規 定並 びに 次条 第１ 項の 規定　 平成 ３１ 年１ ｊ　１日

（３ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 付則 第１　１　条の ２の 改‾を規 定八 び第 ２条

中ひ たち なか 市市 税条 例付 則第 ２８ 条の 改ｉＥ規 定並 びに 付ｍ 第３ 条の規

定　 平成 ３． １年 ４Ｊｊ１日
ａ

（４ ）　 第一２条 中ひ たち なか 市市 税条 タｔｌ第 ９４ 条の 改ｊＥＥ 規定　 平成 ３１ 年１ ０ＪＩ

１日

（５ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 第２ ３条 ａび 第４ ８条 の改 ｉＥ 規定 並びに

次条 第。３項 の規定　 平成 ３２ 年４ １１日

（６１）　 第３ 条並 びに 付則 第７ 条八 び第 ８条 の規 定　 平成 ３２ 年１ ０天１１日

（７ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 第２ ４条 ，第 ３４ 条の ２Ｘ び第 ３　４条の

６の 改ｍ 規定 並び に付 則第 ６条 の改 ｉＥ 規定 並び に次 条第 ２Ｊミ肖 の規 定’ギ

成３ ３年 １　Ｊ１　１　日

（８ ）　 第４ 条並 びに 付ｍ 第９ 条ｊｌび 第１ （ｊ 条の 規定　 平成 ３　１３ 年１ ０Ｊ１１日

（９ ）　 第５ 条の 規定　 平成 ３４ 年１　０１　１日

（市 民税 に関 する 経過 措置）

第２ 条　 前条 第２ 号に 掲げ る規 定に よる 改‾を後 のひ たち 。な か市 市税 条例 の規 定中個

大の 市ほ 税に 関す る部 分は ，平 成３ １年 度Ｊ２え 後の 年度 分（乃個 人の 市民 税に ついて

適ｊｌミｊし ，平 成３ ０年 度分 まで の個 人の 市Ｒ 税に つい ては ，な お従 前の 例に よる。

２　 前条第７　１－ に掲げる 規定によ る改ＩＥ　ＳＩ　のびたち なか市市税条例の規定中個人の

市民税に 関す る部分は ，平成３ ３年度ぶ後め年度分の個人 の市民税 につ いで適用

し， 平成 ３２ 年度 分ま での 個人 の市 Ｒ税 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。

３　 第１ 条の 規定 によ る改 ｉＥ 後の ひた ちな か市 市税 条例 第２ ３条 第１ 項‾ｌｋび第 ４項

並びに第 ４８ 条第 １　０　項か ら第 １２ 項ま での規定 は， 前条第５ 号に掲げ る規定の
回

施行 の目 ａ後 に開 始す る事 業年 度分 のを 大の 市Ｒ税八 び回 目ぷ ．Ｒ に泓始す る連結

事業 年度 分の 法人 の市 民税 につ いて 適用 し， 回目 前に 開始 した 事業 年度 分の 法人
－

の市 民税 及び 同日 前に 開始 した 連結 事業 年度 分の 法人 の市 Ｒ税 につ いて は， なお

従前の例によ る。

（固 定資 産税 に関 する 経ａ 措置）

第３ 条　 平成 ，２ ９年 ４Ｊ］１ 日か ら平 成３ １年 ３Ｊ１３　１　日ま での 期間 （ａ 下こ の条に

－７



おい て［ 適肖］期 間」 とい う。 ）に ｔ方 税法 等の 一部 を改 」Ｅ する 法律 （平 成３ ０年法

律第 ３号 ）第 ２条 の規 定に よる 改‾ｉＥ 前の 地方 税法 （昭 和２ ５年 法律 第２ ２６ 号）

附則 第１ ５条 第４ ３項 に規 定す る中 小事 業者 等（ ａ下 この 条に おい て「 中小 事業

者等 」と いう 。） が取 得（ 同項 に規 定す る取 得を いう 。狐下こ の条 にお いて 同じ 。）

をし たＷ翫に 規定 する 機械 装置 等（ ｀り，下 この 条に おい て「 機械 装置 等」 とい う。）

（中 小事 業者 等が ，回 項に 規定 する リー ス取 り｜ （Ｕ 下こ の条 にお いて 「リ ース取

り｜ 」と いう 。） に係 る契 約に より 機械 装置 等を り｜ き渡 して 使ルｊさ せる 事業 を行 う者

が適 ｍ期 間内 に取 得を した 回項 に規 定す る経 営力 向上 設備 等に 該肖 する 機械 装置

等を ，適 ＪＩ 期間 Ｆ’９に リー スな り目こよ りり ｜渡 しを 受け た場合に おけ るち 該機械装置

等を含む 。） に対 して 課す る固 定資 産税 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。
●

（市 たば こ税 に関 する 経ａ 措置）

第４ 条　 加段 の定 めが ある もの を除 き， 平成 ３０ 年１　０Ｊｊ　１　日前 にま した ，又 は課

すべ きで あっ た市 たば こ税 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。

第５ 条　 平成 ３０ 年１　０Ｊ１　１　日前 にｔ方税法第 ４６ ５条 第１ 項に 規定する 売渡 し又

は回 条， 第２ 雉に 規定する 売渡 し若 しく は消 費等 （回 法第 ４６ ９条 第１ 項第 １倚攷

び第 ２ぢ に規定す る売 渡し を除 く。 Ｈｍ 第８ 条第 １　瑕　‾瓦　び第 １０ 条第 １項 におい

て「 売渡 し等 」と いう 。） が行 われ た製また ばこ （ひ たち なか市市税条例等 の一部

を改 ‾をする 条例 付則 第６ 条第 １項 に規 定す る紙 巻た ばこ ３級 ｒＷＩを 除く 。おＪ、 下この

項‾ｋひ第５ 項に おい て「 製造 たば こ」 とい う。 ）を 回目 に販 売の ため 所持する 卸売

Ｓ、売業 者等 （こ の条 例に よる 改モ後の ひた ぢな か市 市税 条例 （第 ４項 ‾玖，び 第５項

にお いて 「３ ０年 新条例」 とい う。 ）第 ９２ 条の ２第 １項 に規 定す る卸 売Ｓ 売業者

等を いう 。　 ｇＪ、下 回じ 。） 又は 小売 販売 業者 があ る場 合に おい て， これ らの 者が 所得

税ま 等の 一部 を改 ｊＥミす る法 律（ 平成 ３０ 年法 律第 ７・ そ。 付則 第８ 条第 １項 ‾攷び第

１０ 条第 １‾４に おい て「 所得税法 等改 」Ｅ 法」 とい う。 ）附ｍ第 ５１ 条第 １亀の規定

によ り製 また ばこ の製 造者 とし て售 該製 ｊｌ たば こを 回目 にこ れら の者 の製 造たば

この 製造 場か ら移 出し たも のと みな して 回項 の規 定に より たば こ税 を課 され る’こ

とと なる とき は， これ らの 者が 卸売 Ｓ売 業者 等と して 肖該 製造 たば こ（ これ らの

者が 卸売 販売 業者 等で ある ４合 には 市の 区域 ｜大ｊに 所在 する 貯蔵 果所 ，こ れら の者

が小 売丿仮売 業者 であ る４ 合に は市 のＫ 域内 に所 在す る肖 該製 ｌｉ たば こを 直接 管週１
を

する 営業 所に おい て所 持さ れる もの に限 る。 ）を 回目 に小 売販 売業 者に 売り 渡し

たも のと みな して ，市 たば こ税 を纛する 。　 この ４合 にお ける 市た ばこ 税の 課税標

準はノ范該売 り渡 した もの とみ なさ れる 製またば この本数 とし ，亶，寡市た ばこ税

の税 率は ，Ｉ ，０ ００ 本に つき ４３　０Ｆｊと する。

２　 前項 に規 定す る者 は， 同項 に規 定す る貯 蔵場 所又 は小 売ほ 売業 者の 営業 所ごと

に， 地方 税法施行 規則 の一 部を 改ｊＥＥ する 省令 （平 成３ ０年 総務 省令 第２ ４号 ）ＳＩ」

髱第 ２や様式 によ る申 告書 を平 成３ ０年 １０ 大ｊ ３１ 日ま でに 市長 にｔＳ出 しな けれ

８



ばな らな い。

３　 前項の規定に よる 申告書を提出 した者は，平成３ １年 ４Ｊ１１ 日ま でに ，そ の申

告に係る 税金 をＪ吏力税法施行規則 （昭 和・ ２９ 年総９府令第 ２３ 号。 以，下「施行規

則」 とい う。 ）第 ３４ 号の ２の ５様式に よる 納付書に よっ て納付し なけ ればならな

１，≒

４　 第１ 項の規定によ り市たば こ税 を課する 場合 には，前 ３項に規定す るも ののほ

か　 ３０ 年新 条例 第１ ．９ 条。 第９　８条 第４ 項‾反び 第５　．ＪＥａ ，第 １　０　０条 の２ 並びに

第ｉ ０１ 条の 規定 を適 ＪＩＩす る。 この ４合 にお いて ，次 の表 のだ欄に 掲げ る３　０年
１

新条例の規定 中回表の 中欄 に掲 げる 字句 は， それぞれ 回表 の右欄に掲げ る字句と

する。

第‘１９ 条　　　　　　　第９ ８条 第１ Ｊミａお しく は第 ひた ちな か市 市税。条 例等の

２項 ，　　　　　　　　　　　 一部 を改 ｉＥ する 条例 （平成３

０年条例第　　 ｇ。 ぶ下 この

条２１び 第２ 章第 ４節 におい

て「 平成 ３０ 年改 ‾を条例」と

いう 。） 付則 第５ 条第 ３　瑕　，

第１ ９条 第２ 号　　　　第９ ８条 第１ 項若 しく は第 平成 ３　０　年改止条 例付ｍ第

２項　　　　　　　　　　　　　５条第２項

第１ ９条第３ 号　　　　第８ １条 の６ 第１ 項の 申告 平成 ３０ 年改 ｊミ 条例 付則第

書， 第９ ８条 第１ 項若 しく は５ 条第 ３項 の納期倣

第２ 項の 申告書又 は第 １３

９条 第１ 項の 申告 書で その

提出期限

提ｍ した もの　　　　　　　 提けｉし た平成３ ０年 改ｊＥ条
ｆ

例付 ｍ第 ５条 第２ 項の 申告

書
～

第９ ８条 第４ 項　　　　嵬徊規ｍ 第３ ４１ の２ ４兼 式堙１力 税羝施社 規ｍ の一 部を
ａ　～

又は 第３ ４そ の２ の２ 様式　改ｉＥす る省 令（ 平成 ３０ 年総

務貧令第 ２４ そ） ＳＩ』記 第２そ

様式

第９ ８条 第５ 項　　　　第１ 項又 は第 ２項　　　　　 平成 ３０ 年改 モ条 例付 則第

・条第３項

第１ ００ 条の ２第 １癢 第９ ８条 第１，徼又は 第２ 癢　平成 ３０ 年ａ ｊミ 条Ｍ 付ｍ第

５条第２項

肖該 各項　　　　　　　　　　 ＲＪＩ

－９－



５

第１ ０１ 条第 ２項　　　 第９ ８条 第１ 項又 は第 ２項　 平成 ３０ 年改 ｊＥ 条例 付則第

５条 第３項

３０ 年新 条Ｍ 第９ ９条 の規 定は ，覧売契 勸の 解除 その 他や むを 得な いＪＩ　ＦＩＩ　によ

り， 市の 区城 内に 営業 所の 所在 する 小売 ほ売 業者 に売 り渡 した 製ま たば この うち，

第１ 項の 規定 によ り市 たば こ税 を氛 され た， 又は 氛さ れる べき もの。の 返ぎ を受け

た卸 売ほ売業者等 にづ いて 準用 する 。こ の場合に おい て， 肖該 卸売覧売 業者等は，

施行 規則 第１ ６条 の２ の５ 又は 第１ ６条 の４ の規 定に より ，こ れら の規 定に 規定

する 申告 書に 添付 すべ き施 行規 則第 １６ 号の ５様 式に よる 書類 中「 退京 のＪＩ　畆　八

びそ の他参考 とな るべ き事 項」 欄に ，肖 該控除又 はぷ付を 受け よう とす る製 造た

ばこ につ いて 回項 の規定に より 市た ばこ 税が 氛さ れた ，又 はａ され るべ きで あっ

た旨 を証する に万１り る書類に ＪＩ づい て， 肖該返還 に係 る， 製造たば この 品目 ごとの

本数 を記載し た上 で回 様式 によ る書類を これ らの 申告 書に 添付 しな けれ ばな らな

ｌｚ≒

第６ 条　 平成 ３０ 年１ ０ｙｘ１ 日か ら平成３ １年 ９Ｊ１　３　０日 まで の間 にお ける 前条第

４羝の規定の ・ＪＩに つい ては ，回 項の 表第 １９ 条第 ３や の瑕中「 第８ １条 の６第

１項 の串 告書 ，第 ９８ 条第 １項 」と ある のは ，「 第９ ８条 第１ 項」 とす る。

第７ 条　 ｙ３ １Ｊ ａの 定め があ るも のを 除き ，付 則第 １条 第６ 号に 掲げ る規 定の 施行 の目

前に まし た， 又は 課す べき であ った 市た ばこ 税に つい ては ，な お従 前の 例に よる。

第８ 条　 平成 ３２ 年１ ０大ｊ１ 日前 に売まし等が 行われた製ま たば こを 回目 にほ 売の

ため 所持する 卸売獸売業者等又 は小売販 売業者が ある 場合 にお いて ，こ れら の者

が所得税法等 改‾を法 附則 第５　１　条第 ９項 の規定に より Ｉ製 造た ばこ の製造者 として

鳬該製１１た ばこ を回 目に これ らの 者の 製またば この 製ま場か ら移 ｍし たも のとみ

な七 て回 項の 規定 によ りた ばこ 税を 課さ れる こと とな ると きは ，こ れら の者 が卸

売販 売業者等 とし て肖 該製造た ばこ （こ れら の者 が卸 売販 売業者等 であ る場合に

は市 の［Ｋ域 内に 所在 する 貯蔵場所 ，こ れら の者 が小売販売業者で ある 場合 には市

の区域ｌちｊ に所在す る售該製造た ばこ を直接管 現１ する 営業所に おい て所戮さ れるも

のに 限る 。） を同 日に 小売販売業者 に売 り渡 した もの とみ なし て， 市た ばこ 税を諜

する 。　 この 場合 にお ける 市た ばこ 税の 氛税標準 は， 肖該 売り 渡し たも のと みなさ

れる 製造 たば この 本数 とし ，肖 該市 たば こ税 の税 率は ，１ ，０ ００ 本に つき ４３

０『９と する。

２　 前項 に規 定す る者 は， 回項 に規 定す る貯蔵場所又 は小 売販 売業 者の 営業 所ごと

に， 地方 税法施行 規則 の一 部を 改ｊＥす る省 令（ 平成 ３０ 年総 務省 令第 ２５ 号。付

則第 １０ 条第 ２項 にお いて 「平 成３ ０年 改ｍ 規則 」と いう 。） ｉ３ １Ｊ Ｅ第 ２号様式 によ
＝－

る申 告書 を平成３ ２年 １　１１　２日 まで に市長に 提出 しな けれ ばな らな い。

３　 前項 の規 定に よる 申告 書を 提ｍ した 者は ，平成３ ３年 ３１　３　１　日ま でに ，その

串告に係 る税兔。を施行規則第 ３４ 号の ２の ５様式に よる 納付書に よっ て納付しな
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ければな らな い。

４　 第１ 項の 規定 によ り市 たば こ税 を氛する 璢ｉ合に は， 前３ 項に 規定する もの のほ

か， 第３ 条の規かによ る改 ｉＥ 後の ひた ちな か市 市税 条例 （ぶ 下こ の項 Ｒび 次羝に

おい て「 ３２ 年齢 条Ｍ 」と いう 。） 第１ ９条 ，第 ９８ 条第 ４　ＪＥａ　Ｒ　び第 ５　瑕　，第 １０

０条 の２ 並び に。第１　０　１条 の規 定を 適社ｊす る。　この 場合 にお いて ，次 の表 の包欄

に掲 げる ３２ 年新 条例 の規 定中 回表 の中 欄に 掲げ る字 句は ，そ れぞ れ同 表の 右欄

に掲 げる 字句 とす る。

第１　９１　条　　　　　　　 第９ ８条 第１ 項若 しく は第 ひた ちな か市 市税 条例 等の

２項 ，　　　　　　　　　　　 一部 を改ｍす る条 例（ 平成３

０年条例第　　梦。 な下 こ。の？
条八 び第 ２章 第４ 節に おい

て「 平成 ３０ 年改 」Ｅ 条例 」と

いう 。） 付只ｌｊ 第一８条 第３　叛。

第１ ９条 第２ 号　　　　 第９ ８条 第１ 項若 しく は第 平成 ３０ 年改 ｊＥ 条例 付只｜』 一第

２項　　　　　　　　　　　　　 ８条 第２項

第１ ９条 第３ そ　　　　 第８ １条 の６ 第１　蘿の 申告 平成 ３０ 年改・ｊＥ条，例 イサ ｌｌ ｌ』。第

書， 第９ ８条 第１ 項若 しく は８ ．条 第３ 項の 納期鼈

第２ 項の 申告 書又 は第 １３

９条 第１ 項の 申告 書で その

提出 期限

提出 した もの　　　　　　　 提出 した 平成 ３０ 年改 ｊＥ五条

例付 則第 ８条 第２ 項の 申告

書

第９ ８条 第４ 項　　　　 施行 規ｍ 第３ ４号 の２ 様式 ｔ方 税法 施行 規覧 の一 部を

又は 第ダ３４ その ２の “２ 様式　 改ｉＥす る省 令（ 平成 ３０ 年総

務省令第 ２５ そ） Ｓり 記第 ２号，

様式

第９ ８条第５ 項　　　　 第１ 項又 は第 ２項　　　　　 平成 ３０ 年改ｍ条例付則第

８条 第３項

第１ ００ 条の ２第 １項 第９ ８条 第１ 項又 は第 ２項　 平成 ３０ 年改 正条 例付 覧第

８条第２項

肖と該各項　　　　　　　　　　 同項

第１ ０１ 条第 ２項　　 第９ ８条 第１ 項‾叉は 第２ 項　 平成 ３０ 年改 ｊＥ 条例 付則第

８条 第３項

５　 ３２ 年新条例 第９ ９条 の規定は ，Ｓ売契約の 解除 その 他やむを 得な い週１は１によ
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り， 市の 区域 内に 営業 所の 所在 する 小売 販売 業者 に売 り渡 した 製造 たば この うち，

第１ 項の 規定 によ り市 たば こ税 を課 され た， 又は まさ れる べき もの の返 還を 受け

た卸 売販 売業者等 につ いて 準Ｊ↑‾χす る。 この 場合 にお いて ，售 該卸 売ほ 売業者等 は，

施行規則 第１ ６条 の２ の５ 又は 第１ ６条 の４ の規 定に より ，こ れら の規 定に 規定

する 申告 書に 添イ才す べき 施行 規ＭＩ』 第１ ６号 の５．様 式に よる 書類 中「 返還 の週１ぽ１八

びそ の他 参考 とな るべ き事 項」 欄に ノち該控 除又 はぎ付を 受け よう とす る製造た

ばこ につ いて 回項の規定に より 市た ばこ 税が課さ れた，又 は課 され るべ きで あっ

た回 を証 する に万ｔり る書 類に 基づ いて にも該返 還に 係る 製造 たば この 品目 ごとの

本数戞記 載し た上 や回 様式 によ る書 類を これ らの 申告 書に 添付 しな けれ ばな らな

１， ｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

第９ 条　 ＺＩ」段 の定 めが ある もの を除 き， イ才 則第 １条 第８ そに 掲げ る規 定の 施行 の目

前に ほし た， 又は課すべき であ った 市た ばこ 税に つい ては ，な お従前の 例に よる。

第１ ０条　 平成 ３ザ ３年 １　０Ｊｊ　１　日前 に売 渡し 等が 行わ れた 製造 たば こを 同日 に販売

のた め所持す る卸 売販売業者等又は小売獸売業者があ る場合におい て， これ らの

者が 所得 税ま 等改 ｊＥ 法附 ＭＩ』第 ５１ 条第 １１ 項の 規定 によ り製 造た ばこ の製 造者と

して 肖該 製崔たば こを 回目 にこ れら の者 の製 造た ばこ の製 ま場 から 推出 した もの

とみ なし て回 項の 規定 によ りた ばこ 税を 課さ れる こと とな ると きは ，こ れら の者

が卸 売販 売業者等 として当 該製造た ばこ （こ れら の者 が卸 売販売業者等 であ る場

合に は市 の区域内 に所在す る貯蔵場所　 これ らの 者が 小売販売業者 であ る場合に

は市の区域。内に所在する 肖該製１１た ばこ を直接管珊１ する 営業所において所持され

るも のに ｍる 。） を回 目に小売販売業者に売 り渡 した もの とみ なし て， 市た ばこ税

をほする 。こ の場合におけ る市たば こ税の籏税標準は，肖該売 り渡 した もの とみ

なさ れる 製造 たば この 本数 とし ，肖 該市 たば こ税 の税 率は ，１ ，０ ００ 本に つき

４３ ０Ｐ』と する。

２　 前項に規定す る者 は， 回項に規定す る貯蔵場所又 は小売販売業者の営業所ごと

に， 平成 ３０ 年改 ‾を規ｍ ＳＩ」記 第２ そ様式に よる 申告 書を 平成 ３３ 年１ １ｊｊ１ 日ま

でに 市長 に提 出し なけ れば なら ない。

３　 前項 の規 定に よる 申・告書 を提 出し た者 は， 平成 ３４ 年３ １　３　１　日ま でに ，その

申告に係 る税金を施行規則第３ ４号の２ の５ 様式によ る納付書によ って納付 しな

けれ ばな らな い。

４　 第１ 項の 規定 によ り市 たば こ税 を課する 場合 には ，前 ３項 に規定す るも ののほ

か， 第４ 条の 規定 によ る改 ｊミ 後の ひた ちな か市市税条例 （ａ 下こ の項八び次癢に

おい て「 ３３ 年新条例 」と いう 。） 第１ ９条 ，第 ９８ 条第 ４項 ‾ｋび第 ５項 ，第 １０

０条 の２ 並び に第 Ｌ０ １条 の規 定を 適只］す る。　この 場合 にお いて ，次 の表 の笆欄

に掲 げる ３３ 年新 条例 の規 定中 回表 の中 欄に 掲げ る字句は ，そ れぞれ回 表の 右欄

に掲 げる 字句 とす る。
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第１ ９条　　　　　　　 第９１　 ８　条第 １項 若し くは 第ひ たち なか 市市 税条 例等の

２項 ，　　　　　　　　　　　 一部 を改 止す る条 例（ 平成３

０年条例 第　　 号。 ぷ下 この

条ｊｌび 第２ 章第 ４節 におい

て「 平成 ３０ 年改 ｉＥ 条例 」と

いう 。） 付則 第１ ０条 第３ ＪＥａ，

第１ ９条第２ そ　　　　 第９ ８条 第１　ＪＥ回お しく は第 平成 ３０ 年改 ｊＴＥ条 例付ｍ第

２項　　　　　　　　　　　　 １０ 条第 ２項

第１ ９条第３ 号　　　　 第８ １条 の６ 第１ 項の 申告 平成 ３０ 年改 ｊ］Ｅ条 例付則第

書， 第９ ８条 第１ 項若 しく はｔ・Ｏ 条第 ３Ｊミａ の納 期限

第２ 項の 串告 書又 は第 １１　３

９条 第１ 項の 申告 書で その

提出期限

提出 した もの　　　　　　　 提出 した 平成 ３０ 年改 ｊＥ条

例付則第 １０ 条第 ２項 の申

告書
９

第９ ８条 第４ 項　　　　 施む 規則 第３ ４号 の２ 様ヌ き方税法施行規ｍ の一 部を

又は 第３ ４号 の２ の２ 様式　 改ｊＥす る省 令（ 平成 ３０ 年給

務省 令第 ２　５ｇ ）叭`髱第２号

様式

第９ ８条 第５ 項　　　　 第１ 項又 は第 ２項　　　　　 平成 ３０ 年改 正条 例付 ｍ第

１０ 条第 ３項

第１．０ ０条 の２ 第１ 項第 ９８ 条第 １項又は 第２ 項　 平成 ３０ 年改 ｊＥ 条例 付則第

１０ 条第 ２、項

当寡假雉　　　　　　　　　　鸚項

第１ ０１ 条第 ２項　　　第９ ８条 第１　瑕又 は第 ２項　平成 ３０ 年改 ｊＥ 条例 付ｍ第

１０ 条第 ３項

５　 ３３ 年新条例第９ ９条 の規定は，ｊ仮売契約 の解除そ の他やむ を得ないミＦｈによ

り， 市の Ｋ域 ｌ大ｌに 営業所の所在する 小売 ｌｉ 売業者に 売り 渡し た製 ｔ。たば この うーち，

第１ ．項 の規定に より 市た ばこ 税を 課さ れた ，又 は課 され るべ きも のの ａＳ を受け

た卸売ほ売業者等 につ いて 準ＪＩ］ する 。こ の場合に おい て， 当該卸売 ほ’売業者等 は，

施行規則 第１ ６条 の２ の５ 又は 第１ ６条 の４ ＿の 規定 によ り， これ らの 規定 に規定

する 申告書に添付 すべ き施 行規則第 １６ その ５様 式に よる 書類 。中 「返 還の ＪＩ　Ｆｔｌ　ｘ

びそ の他 参考 とな るべ き事 項」 欄に ，肖 該控 除又 は還 付を 受け よう 。と する 製１１た

ばこ にう いて 同項 の規 定。によ り市 たば こ税 が課 され た， 又は 課さ れる べき であっ
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た回 を証する に万ｌり る書類に 基づ いて ，当 該返 還に 係る 製造 たば この 品目 ごとの

本数 を記 載し た上 で回 様式によ る書 類を これ らの 申告 書に 添付 しな けれ ばな らな

い。
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参考資料

旧

ひたちなか市市税条例新｜日対照表 （第 １条関係）

新

Ｎ０　１

備考

（市Ｒ税のがｌａ義務ｔＳ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （市Ｒ税 の加役義務者■）

第２ ３条　市民税は，第 １号の者に夕ｔしては均等割額Ｘび所得割額の合算額に第，２ ３条　市Ｒ税は，第 １号の者にヌ１してはｊ４Ｊ等割額Ｒぴ所得割額の合算額に

。よ １） て， 第；！１・のぎに ヌ１ して はｊ４１等割額Ｒび法人税割額の合算額によ って ，　 より ，第 ３号の者にが して はｊ４１等割額ａびま人税割額の合算額によ りｊ 第２
１２ ぢ・及びｉ４ ぢのこき にが して はｊＱ・加槓によ って，第 ５ぢの考に夕ｔしては　 そχび第 ４その１・にがしてはｊ４Ｊｔｉ・ｊＳ にち彑， １５ ５その希にｊａオ して け加入掘

法人税割額に よっ て課する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割額によ り課する。

（１ ）～ （５ ）略　 一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１ ）～ （５）略

２・ ３　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２・ ３　略

４　 氷人でない社回又は財回でｆｔ表考又はＷ４大の定めがあ り， かつ，なあ４　４　 加入でない社回又は財回でれ表考又はｔ席大の定めがあり ，かつ， や第４
７条に規定する収ＩＥ事業を行 うもの（肖該社回又は財団で収益事業を廃ま し　 ７条に規定する収ｌｉＥ事業を行う もの （肖該社回又は財回で収ＩＥ事業を廃止し

たものを含む。第 ３１ 条第 ２ＪＪ｛の表の第 １そにおいて ［人格のない社団等］　 たも のを含む。第 ３１ 条第 ２　Ｊｊｉの表の第１ そにおいて「人格のない社ほ｜等」

とい う。 ）又はま大Ｓ税信劃Ｅのｉ３１受けを行 うも のは，法人と みなして，こ の　 とい う。 ）又は法人ほ税信託のａｌ 受けをｆｉう もの は， ま大 とみなして。 この

節のＪｊｌ定中ま大の市Ｒ現に関するＪ３１ｔを適ＪＩＩ する。　　　　　　　　　　　　　 節（第４ ８条　 １０　 から 第１ ２項まで を｜喙く 。） のが１定中ま大の市Ｒ税に

関する規定を適ＪＩミ１す る。

（個人の市民税の非ｔ税の範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （個人の市Ｒ税の非課税の範囲）

第２ ４条　歌の各そのいずれかに該肖 する 者に ヌオ して は， 市Ｒ税（第３ ｔに該第 ２４ 条　 まの各そのいずれかに該鳬する 者に対しては，市Ｒ税 （第 ３そに該

当す る者 にあ って は， 第５’３ 条の ３の 規定 によ ってａす る所得ＩＩ（ Ｅえ 下「分　 肖す る者 にあ って は， 第５ ３条の３ の規ｔに より ａする所得斯 （以下（分離

離ａ税に係る所得割ｊ とい う。 ）を除く 。） をａ さない。 ただ し， 法の施行　 ａ税に係 る所得割」と いう 。） を除 く。 ）を氛さ ない。ただし，法の施行ｊｉ

ｌｌ！に住所を有 しな い者について は， ・こ の限’り やな い。　　　　　　　　　　　　　に住所を有し ない者については，こ のｌｓＲ りで ない。

（１ ）・ （２ ）。 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１ ）　 （２ ）　略

（３ ）　 障害者， 未成年者ｉ寡Ｓ又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金　 （３ ）　 障害者， 未成年者，寡４又は寡夫（これらの者の前年の合計所得４

Ｓが ！， ２５ ０， ００ ０ＦＩを鶤える場ｉ合をＷく。 ）　　　　　　　　　　　　 ‘額が１ ．３ ５０ Ｌ０ ００ 円をＳえ るｌｌ合を｜ほく 。）

２　 法の施行ｔに住所を有する者でｊ４Ｊ等割のみをＳすべき者の うち，前年の合２　 法の施行丿自に住所を有する者でＳＪ等割のみをますべき者の うち，前年の合

計所得ｊ■額が２ ８０ ，０ ００ ＦＩ］にその者の回一生計ｉｔ偶者ａび扶養親族の数　 計所得金額が ２８ ０， ００ ０Ｒ。にその者の回一生計配偶者ｊ！１び扶養親族の数

に１ を加えた数をｊ乗 じて得たを額 （その者が同一生計ｉｌｆＩＳ者又は扶養親族を　 にｉ を加えた数を乗じて得たを額に １０ ０， ００ ０ＰＩを加算 したな額 （その
‾　　　　心

㎜　　 ・　　　　　　　　　　　　。

有する場合には， ぎｉ該金額に １６ ８， ００ ０ＦＩを加算した４額）な下である　 者が回一生計ｉ！偶者又は扶養親族を有する場合には，Ｍｉ該金額に１　６８ ，０

ものに対 しては， 均等割を課さ ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ００ Ｆ９ を加算したを額） ｊ２え下であるものに対しては，均等割を課さない。

（所得控除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所得控除）

第３ ４条の２　 所得割の納税義務者が法第 ３１ ４条の２ 第１ 亀各号の いずれか 第３ ４条の２　 所得割の納税義務者・がち第３　１４ 条の ２第’１ 項各号のいずれか
ー¶

に掲げる 者に該售する 場合には，回条第 ＩＪミｒｉＲび第 ３項から 第１ ２雉までの　 に掲げる 者に該肖 する Ｊ９台に は，／回条第 １集玖，び第 ３　徼か ら第 １２ Ｊ五回ま での



←

Ｑ

旧

藐定 によ り雑損控除額，Ｅ療費搾除 額， 社会保険料１鳬除 額， 小規模を業族済

等掛金控除額，生命保険料控除額， ｊ吏震保険料控除額， 障害者控除額，寡婦

（寡夫） 控除額， 勤労学生控除額， 倪偶者控除額，ｉｌ偶者特ＳＩ」控除額又は扶

養控除額を， 所得割の納税義務者については，回条第 ２Ｊミａ，第 ７　叛秡，び第１

２　瑕の 規定 によ りＪＩ礎控除額を それぞれその者の 前年 の所得に つい て算 定し

た総所得金額，ｉｎ職所得金額又はロ」林所得金額から控除する。

新

Ｎ０　２

備考

規定 によ り雑損控除額 ，レを療費控除額 ，社会保険料控除 額， 小規模を業族済

等掛金控除額，生命保険料控除 額， 地震保険料控除額，障害者控除額， 寡婦
｜

（富 夫） 控除 額， 勤労学生控除額， 配偶者控除額，配偶者 特５３１」控除額又は扶

養控除額 を， 前年 の合計所得金額が ２　５， ００ ０　 ００ ０Ｆｇｊヌ下 であ る所得

割の納税義務者については，同条第 ２項，第 ７項八び第１ ２項の規定により

Ｊぷ礎麑除額をそれぞれその者の前年の‾亟得について算定した総所得金額，ｉｎ

職所得金額又 はＬｔｌ 林所得金額か ら控除す る。

（調整控除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （調整控 除）

第３ ４条の６　 所得割の納税義務者については，その者の第 ３４条の ３の規定 第３ ４条の６　 前年の合計所得を額が ２５ ，０ ００　 ００ ０ＦＩ］ ｇｊ、下である所得

によ る所得割の額から，次の各号に掲げる場合の［Ｘ分に応じ，当該各号に定　 割の納税義務者については，その者の第 ３４ 条の ３の規定による所得割の額

める金額を撈１除する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 から ，次の各号に掲げる場合の ＩＸ分に応じ，当該各号に定め る金額を控除す

る。

（１ ）　 当該がｌ税義務者の第 ３４ 条の ３第 ２Ｊミｒｉに規定するほ税総所得を額，　 （１ ）　 肖該納税義務者の第３ ４条の３ 第２ 項に規定する鼈税総所得な額，

課税ｊｊ！職所得を額及び課税 １」』林所得を額の合計額 （Ｕ 下こ の条 にお い　　　　 課税ｊ！職所得を額八びａ税［ｔｌ 林所得金額の合計額（ にＪ、下 この条におい

て「合計課税所得を額」と いう 。） が２ ，０ ００ ，０ ００ Ｐ］ 以下であ　　　　 て「合計課税所得を額」と いう 。） が２ ，０ ００ ，０ ００ Ｐモｌ以下であ

る場合　次に掲げる金額の うちいずれか夕ないな額の １０ ０分の３ に　　　　 る場合　次に掲げるｔ額の うちいずれか夕ないを額の １０ ０分の３に

相肖 する ４額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相当 する を額

ア　 ５０ ，０ ００ Ｐミ１に，肖該納税義務者がま第３ １４条の ６第 １ぞイ　　　　　ア　 ５０ ，０ ００ ＦＩ に， 肖該納税義務者がＳ第３１ ４条の６ 第１ そイ

の表の上欄に掲げる者に該鳬する場合においては，肖該納税義務者　　　　　 の表の上欄に掲げる者に該当する場合には， 肖該納税義務者に係る

にｆｌる回表の下欄に掲げる４額を合算したを額を加算した金額　　　　　　　　 回表の下ｌｌに掲げるを額を合算したを額を加算した金額

イ　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イ　 略一　　一

（２ ）　 当該納税義務者の合計課税所得４額が２ ，０ ００ ，０　０　０ＦＩ］ を超 え　 （２ ）　 肖該納税義務者の合計ａ税所得金額が２ ，０ ００ ，０ ００ ＰＩ を超え

るｇ合　 アに掲げるを額か らイ に掲げる４額を麑除したを額（鳬該４　　　　 る場合　 アに掲げるを額か らイ に掲げる ｔ額を控除したを額（ 回ｉ 該を

額が ５０ ，０ ００ ＰＩ を下回る 場合 には，５ ０， ００ ０Ｐミ１ とす る。 ）の　　　　 額が ５０ ，０ ００ Ｐ］ を下回る 場合 には ，５ ０， ００ ０Ｆ］と する 。）の

１０ ０分の３ に相肖する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１ ００分の ３に相当する金額
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ア　 ５０ ，０ ００ Ｆｊにパ气該納税義務者がま第 ３　１４ ｊｌの６第１ そイ　　　　　ア　 ５０ ，０ ００ Ｐモｌに，肖該箸。１税義務者がま第３ １４条の ６第 １９イ

の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては；肖該納税義務者　　　　　 の表の上欄に掲げる者に該肖する場合には， きｉ該納税義務者に係る
ー－－－－－－－－－－－－－－－－

に｛１る 回表の下欄に掲げる４額を合算 したを額を加算したを額　　　　　　　　 回表の下・に掲げる４額を合算 した兔。額を加算 した■：額

イ　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イ　略

（市Ｒ税の申告） （市Ｋ税の申 告）



←

Ｎ

旧

第３ ６条の２　 第２ ３条第Ｉ　亀第 １・き煮は， ３７１　１　５日 まで に， 市Ｒ・県民

税申告書を市長に提ｍ しなければな らない。 ただ し， 法第 ３１ ７条の６ 第１

瑕又は第 ４ＪＥａの規定に よって給与支社，報告書又はぬ的年金等ままム報き書をを

ｍする義務がある者か ら１ Ｊｊ　１　日現在において給与又はな的年を等の支払を

受けている者で前年中において給与所得な外の湊得又はむ的年を等に係る所

得以外の所得を有 しなかったも の‘ ゛（ぬ的年金等に係る所得ｇ外の所得を有し

なか った者で社会保険料控除額 （令 第４ ８条 の９ の７ に規定す るも のを除

く。 ）， 小規模企業ｊ；済等掛金控除額，生命保険料控除額， 煙１震保険料控除

額， 勤労学生控除額， ｊａａ者特Ｍり控除額おしくはま第 ３１ ４条の２ 第５．Ｊ五回に

規定する扶養控除額の控除又はこれ らと 併せて雑損控除額若し くはＥ療費控

除額の控除， 法第 ３１ ３条第８ 項に規定する純損失の金額の控除額，回条第

９項 に規定す る純損失若し くは雑損失の金額の控除若 しく は第 ３４ 条の ７の

規定 によ って控除すべ き金額（ａ下 この 条に おい て［寄附を税額控除額］と

いう 。） の控除を受けよう とするものを除く 。以下匕の条において 「給与所

得等な夕１ヽ の所得を有し なかった 者」 とい う。 ）‾攷び第２ ４条第２ 項に規定す
｜

る者 （施行規則第 ２条 の２ 第１ 項の表の上欄の（ 二） に掲 げる 者を 除く 。）

について は， この限り でな い。

２～ ８　略

第３ ６条 の３　略

（法人の 市民税の 申告納付）

第４ ８条　市Ｒ税を申告納Ｍする義務がある法人は，ま第３ ２１ 条の ８第Ｉ

亀， 第２ 項， 第４　ＪＪｉ，　第１ ９項，第 ２　２ＪＩ八び第 ２　３ＪＩの規定によ る串告書

を， 回条第１ ＪＥａ， 第２ 項， 第４ 項， 第１ ９項Ｒび第２　３職の申 告納付にあっ

てはそれぞれこれ らの規定によ る納期限までに， 同条第２ ２項の申告納付に
｜

あっては遅滞なく 市長に提日ｊ し， 及びその申告に係る税金又は同条第 １項後

ａ及び第 ３Ｊミｒ｛の規定によ り提ｍがあったものと みなされる申き書にｆＳる税金

を施行規則第 ２２ 号の ４様式に よる納付書に より 納付 しな ければな らない。
Ｉ　　　 Ｓ　　　　Ｉ

２～ ９　略

新

Ｎ０　３

備考

第３ ６条 の２　 第２ ３条第１ 項第 １そ に掲 げる 者は ，３ Ｊ１ １５ 日ま でに ，市Ｒ

税ＭＲ税申告書を市長に提出し なければなら ない。た だし，ｔ第３ １７ 条の

６第 １項又は第４ 項の規定によ り給与支払報告書又はぬ的年金等支払報告書
－

をａ１けｊす る義務が ある 者か ら１ Ｊ１ １日 現在において給与‾叉はぬ的年金等の支

払を受けている者で前年中において給与所得ぶ外の所得又はぬ的年４等に係

る所得ＪぷＪ、外の所得を有しなかったもの （ぬ的年金等に係る所得ぷ外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額 （令第４ ８条の９ の７ に規定するも のを

除く 。） ，小規模企業Ｊ；済等掛金控除額， 生命保険料控除額，地震保険料控

除額，勤労学生控除額，ｉ！偶者特９ｊ控除額（所得税法第２ 条第 １項第３ ３号

の４ に規定する源泉控除夕ｔ象ｉ！偶者に係るも のを除く 。） 若し くは法第 ３１

４条の２ 第５ 項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくはＫ療費控除額の控除， ’法第３　１　３条第自 ＪＪＩに規定する純損失の金額

の控除額，同 条第 ９項 に規定す る純損失若し くは雑損失のを額の控除若 しく

は第 ３４ 条の ７の規定によ り控除すべき４額 （な下こ の条において 「寄附４

税額控除額」 とい う。 ）の控除を受けよ うと する ものを除 ぐ。 ぷ下この条に

おい て「給与所得等な 夕１・の 所得 を有 しな かっ た者」と いう 。） 八び第２ ４条

第２ 項に規定する 者（施行規則第２ 条の ２第 １　雉の表の 上欄 の（ 二） に掲げ

る者を除ぐ。 ）については，この限りでない。

２～ ８　略

第３ ６条 の３　略

（法人の市民税の 申告納付）

第４ ８条　 市Ｒ税を 申告納付する 義務があ，る 法人 は， 法第 ３２ １条の８ 第１

項， 第２ 項， 第４ 項， 第１ ９項，第 ２２ 項ｔび第 ２３ 項の規定によ る串 告書

（第 １０ ＪＥａｘび第 １１ 項において「納税申告書」 とい う。 ）を，回条第１

癢， 第２　Ｊｊ！，　第・４　瑕，　第１ ９ＪＪ｛ ｊｌび第 ２　３Ｊｌａの申告翕付に あっ てはそれぞれ

これ らの規定 によ る納期限まで に， 回条第２ ２項の申 告納付に あっ ては遅滞

なく 市長 に提 け４ し， 八びその 申き にｇ る税を篥は回条第 ＩＪＩＲａ八び第 ３ＪＥａ

の規定に より 提出 があ った も９。：）と みな され る申 告書 に係 る税金を施行規則第

２２ 号の ４様式による納付書により 納付 しなければな らない。

２～ ９　略

１０　 法第 ３２ １条の８ 第４ ２項に規定す る特定ま人で ある Ｆｊ９国ま人は　 第１
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・



｝
Ｚ
Ｉ

（市 たば こ税の納税義務者等）

第９ ２条　略

旧

（卸売販売業者等の売渡し又は惠費等と みなす場合）

第９ ３条　略

新

Ｎ０ ．４

備考

項の規定によ り‘ 税申 告書によ り行 うこ とと されてい る法人の市Ｒ税の中
－

告に つい ては ，同 項の 規定 にかかわ らず　 回条 第４ ２項及び施行規則 で定め
ー

ると ころ によ り， 納税 申告書に 記載すべ きも のと されてい る事項（ 次項 にお
ー一一

いて 「申告書記載事項」と いう ‘。 ）を　法第 ７６ ２条第１ 号に規定するＪｉ方

税関係手続用束子情　 Ｍ肖１組織を使用 し， かつ ，ｊき方税Ｊ＝！ミ同機構 （第 １２項
－

にお いて 「機構」 とい う。 ）を 経ぼ｜し て行 う方法そ の他施行規則 で定 める方
一一

法に より 市長 に提供す るこ とに より ，行わな ければな らな い。

１１　 前項の規定に より 行われた回項の申告については，申告書Ｅ載事項か記
一一

載さ れた納　 申告圭に より 行われた もの とみ なし て　 この 条例又は これ にＪＩ
－　　－

づく 規則 の規定を適用 する。

１２　 第１ ０項 の規定に より 行われた 同項 の申 告は ，法第７ ６２ 条第 １号の機
一一

構の使Ｊ１１ に係 る電子計算機 （入出力装置 を含む。 ）に備え られたフ ァイ ルへ

の記録が された時に同項に規定する 市長に到達したも のと みなす。

第４ 節　 市たばこ税

（製造たばこ の区分）

第９ ２条　 製造たば この Ｉ‾瓦分 は　 次に 掲げ ると おり とし ，製造た ばこ 代ＪＩ］ ａに
ー

吸，る製 ｊｉたば この 区｀ は， 肖該製４たば こ代 ＪＩ 品の ｔ生状に よる もの とす る。
－　　　　　－

（１ ）　 喫煙 Ｊｌ‾χの製 ｊなたばこ
ー

ア　 紙巻 たば こ　　　　　　　　　　　　　　。
－

イ　 葉巻たばこ
ー

ウ　 パイ プたばこ
ー

エ　 刻みたばこ
ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶

オ　 加熱式たばこ
ー

（２ ）　 かみ用の製造たばこ
ー

（３ ）　 かぎ用の製造たばこ
ー

（市たばこ税の納税義務者等）

第９ ２条 の２　略

（卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合）

第９ ３条　略



｜
い

Ｃ
－

｜日

（た ばこ 税の鼈税標準）

第９ ４条　たばこ税の蓊税標準は，第 ９２ 条第 １項の売渡し又は同条第２ 項の

売渡 し若 しぐ は？肖費等に係る 製きたば この本数 とす る。

新

Ｎ０ ．５

備考

（製造たばこ とみなす場合）

９３ 条の ２　 加熱式た ばこ の喫煙ＪＩ具であ って 加熱 によ り蒸気と なる グリセ

リンその他の９品又は これ らのＲ合物を充縦 した もの （た ばこ 事業ま第 ３条

第１ 項に規定する 会社 （な下こ の条において 「会社」 とい う。 ）　 加熱式た

ばこ の喫煙用具であっ て加熱に より 蒸気 とな るク リヤ ＩＪ ンその他の物品又は

これ らの混合物を充填 した もの を　 造した特定販売業者， 加熱式たばこ の喫

煙ＪＩ］ 具であって加熱により 蒸気となるグ リセ リン。そ の他の物品又はこれらの

混合物を 充填 した もの を会社又 は特定販売業者か ら委託を 受け て製造し た者
－

その他こ れら に準ずる 者と して施行規則第８ 条の ２め ２で定め る希，に より売
一一　　　　　　　－

渡し　惠費等又 はり １渡 しが されたも の‾瓦び輸入 されたも のにほる 。ぷ下この

条Ｘび次条第 ３項第１ 号において「特定加熱式た ばこ 喫煙用具」と いう 。）

は　 製造たば こと みな して　 この節の規定 を適 Ｊｔｊす る。 この４合 にお いて

特定加熱式た ばこ 喫煙 万｜ 具に係る 製造たば この ＩＸ分は　加熱式た ばこ とす

る。
－

（た ばこ 税の課税標準）

第９ ４条　 たば こ税の頂、税標準 は、 第９ ２条 の２ 第１ 雉（Ｄ売渡し又は 回条第２

亀の売渡 しｊ衿し くは消費等（な下 この条ｊ．び第９ ８条 において 「売渡し等」
－

とい う。 ）に係る製造たばこの本数 とす る。

２　 前癢の製造たばこ の本数は，喫煙Ｈｊの紙巻たばこの本数によ るも のと し， ２　 前ＪＩの製造たばこ（加熱式たばこ を除 く。 ）の本数は， 紙巻たばこの本数

次の表のだ欄に掲げゐ製造たばこの本数の算定については，回欄の 【ヌ：分 に応　 によ るも のと し， 次の表の隹欄 に掲げる 製またば この本数の算定について

じ， それぞれ 鳬該右欄 に定める 重ｔをも って 喫煙 ＪＩＩの紙巻たぱ この １本に換　 は， 同欄 の【Ｘ分に応 じ， それぞれ回表 の右欄に 定め る重ｔを もっ て紙巻たば

囁。する もの とす る。 この４合において，奈！またばこイｔＪＩ］ 品のぼむについて　 二の １本に換簒するものと する。

は　 肖該製ち。た ばこ 代Ｍｌｉｌの性状 によ る。

（１）

２）

３）

Ｋ分

喫煙ＪＩ］の製造たばこ

ア　 パイ プたばこ

イ　 葉巻 たばこ

ウ　 刻みたばこ

かみ用の製造たばこ

かぎ万ｊ の製造たばこ

１グラム

１グラム

２グ ラム

２グラム

２グ ラム

重量 ぼ分

（１ ）　 喫煙 ＪＩ の製造た ばこ

ア　　 巻た ば匕

イ　 パイプたばこ

ウ　 刻みたばこ

（２ ）　 かみ用の製造たばこ

（３ ）　 かぎ用の製造たばこ

１グラム

１グラム

２グラム

２グラム

２グ ラム

重量

加熟式たばごにＢ る第 １瑕の製４たばこ の本数は，第 １号に掲げる力法に
ー



－
Ｎ
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）
―

Ｘ日 新

Ｎ０ ．６

備考

より 換算 した紙巻たばこの本数に０ ．８ を乗 じて計Ｗ した紙巻たばこの本

数， 第２ 号に掲げ る方法に より 換算 した 紙巻 たば この本数 に０ ．２ を乗 じて

計算 した氣巻たばこの本数八び第３ ぢに掲げるｊモｉ羝に より 換算 した紙巻たば

この本数に０ ．２ を乗 じて計算 した紙巻たば この本数の合計数によ るも のと
ー

する。
－

（１ ）　 加熱式たばこ （特定加熱式たばこ喫煙ＲＩ具を除 く。 ）の重ｔの１グ
ー

ラム をも って紙巻たば この １本 に換算す る方法

（２ ）　 加熱式たばこの重な（フィ ルターその他の施行規則第 １６ 条の ２の
＿

２で定めるものに係る部分の重ｔを除く 。） の０ ．４ グラ ムを もって

紙巻たばこの ０． ５本に換算する方ま

（３ ）　 次に掲げる加熱式たばこの区分に応 じ， それぞれ次に定め るを額の
ー

紙巻たばこの １本の金額に相亶，する金額（所得税法等の一部を改ｊＥす

る法律（平成 ３０年法律第 ７そ）附則第４８ 条第 １項第１ そに定める

ｍ一般会計における債務の承継等に伴い必まな財源の

確保に係る特ｓり措置に関するま律 （平成１ ０年法律第１ ３７ 号） 第８

条第 １項 に規定す るた ばこ 特Ｍ Ｉ」税の税率，法第７ ４条 の５ に規定する

たば こ税 の税率及び法第４ ６８ 条に規定する たば こ税の税率を それぞ

れ１　 ００ ０で除して得た金額の合計額を １０ ０分の６ ０で除して計

算し たを額を いう 。第 ８項 にお いて 回じ 。） をも って 紙巻 たぱ この

０． ５本 に換算す る方ま

ア　 売渡し等の時における小売定価 （たばこ事業法第 ３３ 条第 １瑕又
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ

は第 ２項 の認 ｊｊｌを 受け た小売定価を いう 。） が定 めら れて いる 加熱
－

式たばこ　 亶，該小売定価に相肖するを額 （消費税法（Ｈｇ和６ ３年法

律第 １０ ８そ）の規定によ りＳされるべき皿税に相肖するを額ｊａ
－

ぴ法　 ２章　 ３節の規定に より ほさ れるべき 加１力ｆｊ費税に相鳬する

金額を除 く。）
一一

イ　 アに　げる ものむｊ、外の加熱式たばこ　 たばこ税法（‖Ｈ口５ ９年法
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

律第 ７２ 号） 第１ ０条 第３ 項第 ２号 口八び第 ４項 の規定の例に より

算定 したを額

３　 前項の表のを欄に掲げる製造たばこ のＸＩｘｔを本数に換算する４合の計算 ４　 第２ 項の表のた欄に掲げる製造たばこのｊｌｌｔを紙巻たばこ の本数に換算す
ー－　　　　　　　 一一一

は， 第９ ２条第１ 項の売渡 し又は同条第 ２項の売渡し若し くは消費等に係る　 る場合又は前項第 １号に掲げる方法によ り回号に規定する加熱式たばこ の重

製造たば この 品目 ごと の１ か１ 燮，たり の重ｔに 肖該製造たば この 品目 ごと の数　 ｔを紙巻たば この本数に換算す る４合におけ る計算は，売 渡し等に係る 製造



Ｉ
Ｎ
｝

｜日

ｌ：を乗 じて得た重ｔを同欄に掲げる製造たばこのＩＸ分ごと に合計し，その合
－

ａｌＲｔを喫煙ＪＵの篆巻たぱこの本数に換算する方法により 行う もの とする。
‥‥‥－－－－－－－－－－－

新

Ｎ０ ．７

備考

たばこの■目 ごと の１ 個ぎｉた りのｊＲｔに ＭＩ 該製１１たばこの ＳＩ 目ごとの数Ｊａを

乗じて得た重ｔを第９，２ 条に掲げる製造たぱこ のＫ分ごとに合計 し， その合
一一一一

計ＪＲＭを紙巻たぱこの本数に換算する方法によ り行 うも のと する。

５　 第３ 項第 ２　 に　 げる方法によ り加熟式たぱ この重量を紙巻たばこ の本数
－－

に換算する４合における計算は　売渡し等に係る加熱ｊｔた ぱこ の９ 日ご との

１個ぎｉ たり の重ａ（同号に規定する加熱式たばこの重ｔをい う。 ）に当該加

熱ｊＥＩ；たばこの品 目ごとめ数量を乗じて得た重ｊａを合計し， その合計重ＩＣを紙

巻たぱこ の本数に換算する方法によ り行 うも のと する。
－－一一

Ｊ煎・の計Ｓに回 し， ・ｌｉた ばこ のｉ 日ご との ｉかＩＭＩた りの重ｊａに ｏ． ！グ ｔ　ｍ］Ｒの計ｉに回 し， 第４ ＪＩのＳ！１１た ぱこ のｉ 目ご との １９１ＭＩた りの重ｔ
ラム未満の素数がある場合には，その素数をり］ り捨てる もの とする。　　　　　 ‾ヌ，は前Ｊｌｉの加熱またばこの ＳＩ 目ごとの １個肖た ’り めｊＲａに０ ．１ グラム未満

の素数があるｇ合には，その端数を切り 捨てるものとする。

７　 第３ 項第 ３号に掲げる 方法 によ り加熱式たば こに係る 回号ア‾叉はイに 定め
ー　　　　　　　　　　　－

る４額を紙巻たば この本数に換算す る４合に おけ る計算は　 売渡 しＳ に吸，る

加熱式た ぱこ の■ 目ご との １個 回ｉ たり のｉｉｉ１号ア又 はイ に定める ４額にち該加

熱式たばこの品目 ごと の数ｔを乗じて得た１：額を合計し，その合計額を紙巻

たぱこの本数に換算す る方まに より 行う もの とす る。
－

８　 前項の計算に 関し ，加熱式たば この ■目 ごと の１ 個ＭＩた りの　 ３項第３号
一一

アに定めるを額又は紙巻たぱこの１ 本の金額に相肖する金額に １銭未満の素

敖趾をを巣Ａには，そ の素数をりＪ りｌきて るも のと する 。　　ニ
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

９　 第３ 項各号に掲げる方法に より 換算 した紙巻たばこの本数に回項に規定す
ー

る数を乗じて計算したＳ巻たばこの本数に１ 本未満の素数があるＳ合には
一一

その端数を切 り捨てる もの とす る。
ｊ　　　 ’・

－１ ０　 前各項に定めるもののほか　これらの規定の適用に関しあ要な事項は
一一

’　　　　　　　　　　　　　　　　 施行規則で定める ところによる。

（たばこ税の税率）

第９ ５条　たばこ税の税率は。１．， ００ ０本につき５ ，２ ６２ ＰＩ とする。

（た ばこ 税めま税免除）

第９ ６条　略

２　 略・

３　 第Ｉ　亀の規定によ りたばこ税を免除された製造たばこ につき， 法第４６９

（た ばこ 税の税率）

第９ ５条　たばこ税り税率は，１ ，０ ００ 本につき ＿５ ．６ ９２ ＦＩ とす る。

（た ばこ 税の氛税免除）

第９ ６条　 略　へ

２　略

３　 第１　瑕（乃規定に より たば ご税 を免除さ れた製造たば こに つき ，ま第４ ６９
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ＩＱ
Ｑ

２・ ３　略

Ｎ日

（法附ｍ 第１ ５条第２ 項第 １号等の条例で定 める 割合）
ｊ

第１ １条の２　ｅ

２～ ２３　略

２４　 法附只｜』第 １５ 条第 ４４ 項に 規定する 市ｍＴ村 の条例で定め る割合は ，２分

の１ とす る。

新

Ｎ０ ．９

備考

２・ ３　略
Ｓ

（法附加 第１ ５条第２ 堆第 １号等の 条例 で定 める 割合）

第１ １条の２　。略

２～ ２３ ’略

２４　 法附ｍ第 １５ 条第４ｊ 項に規定する市１１１丁村の条例で定める割合は，２分

の１ とす る。

２５　 法附則第 １５ 条第４５ 項に規定する市り村の条例で定める割合は， ３分 ２５　 法附則第 １５ 条第４４ 項に規定する市ｉＴ村の条例で定める割合は，３分

の２ とす る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の２ とす る。

２６　 法附則第 １５ 条第４７ 項に規定する市ｉｌ］‘村の条例で定める割合は，零と　２６　 法附則第 １５ 条第４６ 項に規定する市Ｍ村の条例で定める割合は， 零と

する。

２７　略

（優 Ｊ１１住ｔ地のｔ亂等のために土埼等を譲ま したｊ兼合の長期ま渡獵得にＢる

市民税の課税の特例）

第１ ８条の２　略

２　略

３　 第１ 項（前項 にお いて 準用 する 場合 を含 む。 ）の場合 にお いて ・， 所得割の

納税義務者が，その有する土地等につき，租税特Ｓり措置法第 ３３ 条から第３

３条の４ まで，第 ３４ 条か ら第 ３５ 条の ２ま で， 第３ ６条の２ ，第 ３６ 条の

５， 第３ ７条 ，第 ３７ 条の ４か ら第 ３７ 条の ７ま で， 第３ ７条 の９ の４ 又は

第３ ７条 の９ の５ の規定の適用 を受 ける とき は， 肖該 土地等の譲渡 は， 第１
－

Ｊミ回に規定する優良住宅麑等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅Ｊ１１

等予 定ｊきの ため の譲渡に該肖 しな いも のと みな す。

する。

２７　略

（優Ｍ住宅ｊｉの造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市Ｒ税のａ税の特例）

第１ ８条の２　略

２　略

３　 第１ 項（前項において準用する場合を含む。 ）の場合において，所得割の

納税義務者が，その有する土ｔ等につき ，祖税特ＳＩ」措置伍第３ ３条から第３

３条の４ まで，第 ３４ 条か ら第 ３５ 条の ２ま で， 第３ ６条の２ ，第 ３６ 条の

５， 第３ ７条，第 ３７ 条の ４か ら第 ３７ 条の ６ま で， 第３ ７条の８ 又は第３

７条 の９ の規定の適用 を受 ける とき はご甄該 土地等の譲渡 は， 第１ 項に規定
－　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

する優Ｅ！住宅地等の ため の譲渡又は前徼に規定する確定優ｊ１住 ｔＥ ｊ奥等予定ｊｉ

のた めの譲渡 に該肖し ない もの とみ なす。

（都市計画税に関する 読替規定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （都市計画税に関する 読替規定）
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　 回　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回

第２ ６ま　まｍｍ棄 １５ ま第 １　Ｊｙｔ，　Ｓ１　３　叛，　■’１　７ＪＪｉ ，　 第１　８　ＪＪＩ，　・　２・　ｏ－‾氛　第２ ８条　ま附只ｌｌ・　１　’５　条第 １ｊｙｉ，第 １　３． ＪＩ，第 １　７ＪＪｉ ，　 ・１ ８癢，第 ２　０　Ｊｊ１１
１

から第２　４ＪＩまで， 第２　６ｇｉ，　第２　７Ｊｙｌ，　 第３ １項，第 ３９ 項， 第４　２　Ｊｌｉ，　 から第２ ４４まで，第 ２６ 項， 第２　７ＪＪｉ ，　 第３　１　ＪＩ ，　 第３ ９項，第４２ ＪＩ，

第４ ４項若しくは第４ ５項，第 １５ 条の ２第 ２項又は第１ ５条の３ の規定の　 第４ ４Ｊミａ，第 ４　５　粮若しく は第 ４　８　４ｔ ，　 第１ ５条の２第２　堆又は第 １５ 条の
ー　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミミ ミミ ミミ ミミ ミミ ミミ ＝ミ ＪＷ ＩＷ ＷＷ ＩＷ ＷＷ －＝

適万１がある各年度分の都市計画税に笳，ち√第 １５ ２条第２項中 「又は第 ３４　　３の規定の適ＪＩ がある各年度分の都市計画税に回り ，第 １５ ２条第２ 項中

項」 とあるのは「若ｌしく は第 ３　４ご氛又は法附則第１ ５条から第１ ５条の３ ま　 ［又は第 ３４ 項］ とあるのはｒ若しくは第３ ４項又は法附則第 １　５条から第

で」 とす る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５ 条の ３ま で」 。と する。



ＩＱ
ふ

ひた ちな か市市税条例新Ｎ日対ほ表 （第 ２条 関係）

｜日

（た ばこ 税の課税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式た ばこ に係 る第 １項 の製造た ばこ の本数は ，第 １号に掲 げる 方法に

より 換算 した紙巻たばこの本数にＬユを乗じて計算した紙巻たばこ の本

数， 第２ 号に掲げる方法により 換算 した紙巻たばこの本数にＬユを乗じて

計でほした紙巻たばこ の本数八び第 ３号に掲げる力まによ り換Ｗした篆巻たば

この本数 に０ ．２ を乗 じて 計算 した 紙巻 たば この本数の合計数 によ るも のと

する。

（１ ）～ （３ ）略

４～ １０　略

新

（た ばこ 税の氛税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式たばこ に係る第 １項の製造たばこの本数は，第 １号に掲げる方法に

より 換算 した紙巻たばこの本数に０ ．６ を乗 じて計算 した紙巻たばこの本
－

数， 第２ 号に掲げる方法により 換算 した紙巻たばこの本数に０ ．４ を乗 じて
ー

計算 した縦きたばこの本数‾反び第 ３ぢに掲げる力まによ り換算した紙巻たば

この本数に（ｊ． ４を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数による ものと
ー

する。

（Ｆ）～ （３ ）略

４～ １０　略

付　 則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 付　則

（都市計画税 に関する 読替規定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （都市計画税に関する 読替規定）

第２ ８条　恵附則第 １５ 条第 Ｕｒｌ， 第１ ３Ｊミｙｌ， 第１　７　瑕，　第１ ８亀，第 ２　０　亀　第２ ８条　伍附ｍ第 １５ 条第 １Ｊ五回，第 １３ Ｊ五回， 第１ ７九 第１ ８Ｊミａ，第 ２　０雍

から第２　４ＪＪ｛まで，第 ２６ 項， 第２ ７項，第 ３１ 項， 第３ ９項，第４２ 項，　 から第２ ４項まで，第 ２６ 項， 第２ ７項，第 ３１ 項， 第３ ９項，第 ４　２Ｊ五回，

第４ ４項，第 ４５ 項若 しく は第 ４８ 項， 第１ ５条の２ 第２ Ｊ五回又は第 １５ 条の　 第４ ３項，第 ４４ 項若 しく は第 ４７ 項， 第１ ５条の２ 第２ Ｊ五回又は第 １５ 条の

３の規定の適ＨＩ がある各年度分の都市計画税に回り ，第 １５ ２条第２　亀中　 ３の規定の適ＪＴｊが ある各年度分の都市計画税にＳ１り ，第 １５ ２条第２ Ｊミａ中

「又は第 ３４ Ｊでｒｉ」と あるのは 「若 しく は第 ３　４Ｊでｒｉ又は法附ｍ第１ ５条から第　 「又は第 ３　４項」と あるのは 「‾尨しくは第３ ４項又はま附只｜」第 １５ 条から第

１５ 条の ３まで」 とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ 条の ３まで」 とする。

備考



ＩＱ
Ｑ｀１

ひたちなか市市税条例新｜日ｊ４照表（第３条関係）

旧

（た ばこ 税の課税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式たばこ に係る第 ｉ項の製造たばこの本数は，’ 第１ そに掲げる力まに

より 換算 したＭ巻 たば この本数 に６ ．６ をｊ束Ｅ じて 計算 した 紙巻たば この本
・　　　　　　　－

数， 第２ そに掲げ る方法に より 換算 した紙巻たば この本数 に０ ．４ を乗 じて
ー

計算 した紙巻たばこの本数八び第３ そに掲げる方ｉ宍によ り換Ｗした篆巻たば

この本数に０ ．４ を乗 じて計算 した紙巻たばこの本数の合計数によ るも のと
ー

・ｌ

する。　　，

（１ ）・ （２ ）　 略　　　　　　　　　　　　　’

（３ ）　 次に掲げ る加熱式たば この 区分 に応 じ， それぞれ次に 定め る金額（乃

紙巻たば この １本の金額に相ぎｉす る金額（所得税法等の一部を改ｊＥす

る法律（平成 ３０ 年法律第 ７号）附則　 ４８ 条第 １項　 １号に定，める

たば こ税の税率， 一般会計にお ける 債務の承継等に伴いあ要な財源の

確保 に係 る特１３ １」 措置に関する ま律 （平成１ ０年法律第１ ３７ 号） 第８

条第 ：！ 項に規定する たば こ特ＳＩ」税の税率， 法第 ７４ 条の ５に規定する

たばこ税の税率ａび法第４ ６８ 条に規定するたばこ税の税率をそれぞ

れ１ レ０ ００ で除して得た金額の合計額を１ ００ 分の ６０ で除して計

Ｓし た金額を いう 。第 ８堆にお いて 回じ 。） をも って 紙巻 たば この

０．　５本に換算す石ｊ＝ｊ悵

ア・ イ　略

４～ １０　略

（たばこ税の税率）

第９ ５条　たばこ税の税率は，１ ；　 ００ ０本につ き５ ，６ ９２ Ｐモｊと する。
■　 ＝＝ －＝ ＝＝ ＝－一一一一＝一一一一一一一一一一一

新

（た ばこ 税の氛税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式たばこ に係 る第 １項の製造た ばこ の本数は，第 １号に掲げる 方法に

より 換算 した 紙巻 たば この 本数 に０ ．４ を乗 じて 計算 した 紙巻 たば この本
－

数， 第２ 号に 掲げ る方法に より 換算 した紙巻 たば この本数 に０ ．６ を乗 じて
ー

計算 した紙巻たばこの本数八び第３ 号に掲げる方法により 換算 した紙巻たば

この本数 に０ ．６ を乗 じて 計算 した紙巻たば この本数の合計数によ るも のと
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

する。

（１）

（３）

・（ ２）　略

次に掲げる加熱式たばこのＩＸ分に応じ，それぞれ次に定める金額の

紙巻たば この １本の金額に相ぎｉす る金額（所得税法等の一部 を改ｉＥす

る法律（平成 ３０年法律第 ７号）附則　 ４８ 条　 １項第２ 号に定める

たば こ税の税 率， 一般会計 にお ける 債務 の承継等 に伴い必要な財源の

確保 に係 る特ＳＩ」措置に 関す る法律（平成 １０ 年法律第 １３ ７号）第８

条第 １項に規定するたばこ特別税の税率，法第７ ４条の５ に規定する

たば こ税の税率２えび法第 ４６ ８条に規定するた ばこ 税の税率をそれぞ

れ１ ，０　０　０で除し て得たを額の合計額を １’ ０　０分 の６ ０で除し て計

算し た４ｋ額 をい う。 第８ 項に おい て回 じ。 ）を もっ て紙巻た ばこの

０． ５本 に換算す る方ま

ア・ イ　略

４～ １０　略

（た ばこ 税の税率）

第９ ５条　たばこ税の税率は，１ ，０ ００ 本につき ６， １２ ２ＰＩと する。

備考



－
Ｎ

Ｑ
－

ひたちなか市市税条例新｜日対照表 （第４条関係）

旧

（たばこ税のｔ税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式たばこ にイ奉る 第１ 瑕の製ｉｊなたばこの本数は， 第１ やに掲げる方まに

より 換算 した紙巻たば この本数にえ，圭を乗 じて計算 した紙巻たば この本

数， 第２ 号に掲げる力法により 換算した紙巻たばこの本数にＬＡ、を乗 じて

計算 した紙巻たば この本数八び第３ 号に掲げ る方恵に より 換算 した紙巻たば

この本数に０ ．６ を乗 じて計算 した紙巻だぱ この本数の合計数によ るも のと
－　　　　　　　　　　　　　　１

する。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 次に掲げ る加熱式たば この ＩＸ分に応じ ，それぞれ次 に定 める を額の

紙巻たばこの １本のな額に相售するを額 （所得税法等の一郎を改ｊＥす

新

（た ばこ税の課税標準）

第９ ４条　略

２　略

３　 加熱式た ばこ に係 る第 １癢の製また ばこ の本数は，第 １号 に掲 げる 力まに

より 換算 した紙巻たばこの本数にＬユを乗じて計算した加と巻たばこの本

数， 第２ そに掲げる方法により 換算 した紙巻たばこの本数にＬユ，を乗 じて

計算 した紙巻たばこの本数八び第３ そに掲げる方澎，によ り換算した紙巻たば

この本数に０ ．８ を乗 じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ るも のと
ー

する。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 次に掲げ る加熱式たば この 区分 に応 じ， それぞれ次に 定め る金額の

紙巻たば この １本の金額に相燮，す るを額（たば こ税法（‖Ｍ口５ ９年法

律第 ７２ 号） 第１ １条第１ 項に規定するたばこ税の税率， 一般会計に
ー

おけ る債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係 る特別措置に関する

法律 （平成１ ０年法律第１ ３７ 号） 第８ 条第 １項 に規定す るた ばこ特

Ｓｌｊ税の税率， 法第 ７４ 条の ５に規定する たば こ税の税率八び法第４６

８条 に規定す るた ばこ 税の税率 をそ れぞれ１ ，０　０　０で除し て得 た硲。

額の合計額を １０ ０分の６ ０で除して計算したを額をいう 。第８項に

おいて回 じ。 ）をもって紙巻たばこの０ ．５本に換算する方法

ア　略

イ　 アに掲げるものな夕１ヽの加熱式たばこ　たばこ税法第 １０ 条第 ３項

第２ 号口八び第４項の規定の例によ り算定したを額

４～ １０　略

（た ばこ税の税率）

第９ ５条　たばこ税の税率は，１ ，０ ００ 本につき ６， ５５ ２ドｊと する。

備考

たば こ税の税率， 一般会計にお ける 債務の承継等に伴い必ダな財源の

確保に係 る特ｙ３ １］ 措置に関する 法律 （平成１ ０年法律第１ ３７ 号） 第８

条第 １項に規定す るた ばこ 特ｙ３１」税の税率， 法第 ７４ 条の ５に規定する

たばこ税の税率八び法第４ ６８ 条に規定する たばこ税の税率をそれぞ

れ１ ，０ ００ で除 して得た金額の合計額を１ ００ 分の ６０ で除 して計

算したを額をいう 。第 ８項において同じ。） をも って紙巻たばこの

０． ５本 に換算す るｊ＝ｊ法

ア　略

イ　 アに掲げるも のｊＪえ外の加熱式たばこ　 たばこ税法（昭和 ５９ 年法

律第 ７２ ｇ） 第１ ０条第３ 項第 ２万 口八び第 ４Ｊモａ の規定の例に より

算定したを額

４～ １０　略

（た ばこ税の税率）

第９ ５キ　たば こ税の税率は，１ ，０ ００ 本につき ６， １　２　び棣する。



Ｉ
に

り
Ｉ

（製造た ばこ とみ なす場合）

｜日

ひたちなか市市税条例新｜日対照表 （第 ５条関係）

（製造た ばこ とみ なす場合）

新

Ｎ０　１

備考

第９ ３条の１ ２　 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱に より 蒸気となるグ リセ 第９ ３条の２　加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により 蒸気となるグ リセ

リン そのきの９６又は これ らの Ｓ合物を充填 した もの （た ばこ 事■ま第 ３ｊ条　 リンその他の物ａ又は これ らの ｔ合Ｓを 充丿祖し たも の（たば こ事業ま第３条

第１ 項に規定する会社 （ｇＪ、下この条において 「会社」 とい う。 ）， 加熱式た　 第１ 項に規定する会社 （む大下この条において「会社」と いう 。） ，加熱式た

ぱこ の喫煙ＪＩミｊ真であって加熱によ り蒸気と なる グリ セリ ンその６のＳａ又は　 ばこ の喫煙ＪＩＩ 具であって加熱に より 蒸気 とな るグ リセ リンその他の物品又は

これ らの混合物を充填 した もの を製造した特定販売業者， 加熱式たばこ の喫　 これ らのＳ合物を充填 した もの を製造した特定ｔ売業者， 加熱式たばこ の喫

煙用 具で あっ て加熱に より Ｉ蒸気と なる グリ セリ ンその他の物品又はこ れらの

監合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者

その他こ れら に準ずる 者と して 施行規則 第８ 条の ２の ２で定め る者 によ ，り売

渡し，？肖費等又はり｜渡 しが されたもの八び輸入されたものに鄂，る。な下この

条攷，び次条第３ 項第 １号 にお いて 「特 定加熱式たば こ喫煙用 具」 ，と いう 。）

は， 製造たばこと みな して，この節の規定を適ｊｌｊ する。この４合において，

特定加熱 式：たば こ喫煙用 具に 係る 製造たば この 区分 は， 加熱式た ばこ とす

る。

煙Ｊ１１ 具で あ・つて加熱 によ り蒸気と なる グリ セリ ンそ の他の物 品又 はこ れら の‘・

混合物を充填したものを会社又は特定ｔ売業者から委Ｍ１を受けて製造した者

その他こ れら に準ずる 者と して施行規則第８ 条の ２の ２で定める者によ り売

渡し，ｉ肖費等又はり ＩＳ しが されたも の八び輸入さ れた ものに皸る八），下この

条において「特定加熱式たばこ喫煙」１１具」と いう 。） は， 製造たばこと みな

して，こ の節の規定を適万１す る。 この場合において，特定加熱式たばこ喫煙

用・具に係る 製造たば この 【Ｘ分は，加熱式たば こと する。

（た ばこ 税の課税標準）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （た ばこ 税の課税標準）

第９　４一 条　略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第９ ４条　略

２　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２　略

３　 加ＳＸた ばこ に係 る第 １重のＳ造た ばこ の本なは，第 １そ に１１ＥＳげ るミ方まに３　 加Ｂ式た ばこ に４京る 第１　ＪＥａめ Ｓ！きた ばこ の本数は ，ｊ餡こ掲げ る力ｔに より
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

より 換算 した紙きたば この本数にＯ ‥２ を乗 じて計算 した紙巻たば この本　 換算 した紙巻たばこの本数の台計数によ るも のと する。

数　 第２ ち・ に掲 げる 力ま によ り換算し た紙巻た ばこ の本数に ０． ８を乗じて

ｔＳ した紙きたばこの本数Ｒび第３ そに掲げぷ力むｉによ りａ■したＭ巻たぱ

この本数にＯン８ をまじて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ るものと
－　　　　　Ｉ

する。

（１ ）レ 加熱式た ばこ （特定加熱式たば こ喫煙用 具を 除く 。） の重量の １グ
－

Ｓ　　　　　　　　　　　　　　 回　　　　　　　　　　　　　　 ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ラム をも って紙巻たば この １本に換算す るニな法

（２ ）・ （３ ）　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ ）・ （２ ）　略
一一　　　　　　　　 ‥－

４　 第２　Ｊｊｌの表のだａに掲げるＳａたば この Ｊｌｔｊａを氣巻たぱこの本数にＳＷす ４　 第２ ＪＩ の表のだｌｌ に舞げる １！ａたぱこ の１１ｔをＭきたぱこ の本社にａｌ：す

るｊＳ合又は第３ ＪＪ｛第 １号に掲げる方法によ り回号に規定する加熱式たばこ の　 る４合における計算は，売渡し等に係る製ｔムたばこの品 目ごとの １個当たり
－

ｊＲｔを紙巻たば この本数 に換算す るｉｌｌ合におけ る計算は，売渡し等に係る 製　 のｊｌｌ ｊｌ に肖 該製造た ぱこ の品 目ご との社ｔ をｊｌじ て得たｊｌｌ ｊｌ を第 ９２ 条に掲

ｔ。たばこの品目 ごと の１ 個肖たり のｊＲＪａに肖該製またばこの・目 ごと の社Ｊａ　 げる製造たぱこの区分ごと に合計し，その合計重ｊａを紙巻たぱこの本数に換



ｔ
Ｎ

Ｚ
－

旧 新

Ｎ０ ．２

備考

を乗 じて得た重ｔを第 ９２ 条に掲げる製４たばこ のｐ（分ごと に台おし，その　 算するｊ＝ｉ伍により 行う もの とする。

合計重ｔを紙巻たばこ の本数に換算する方法によ り行 うも のと する。

５　 第３ 項第 ２そに掲げる 方法によ り加熱式たばこの重なを紙巻たばこ の本数５　 第３ 雍第 １号に掲げる 方法によ り加熱式たばこの重ｔを紙巻たばこ の本数
ｉ

に換算する場合における計算は，売渡し等に係る加熱式たばこ の品 目ごとの　 に換算する場合における計算は，売渡し等に係る加熱式たばこの品 目Ｉごとの

１個 岑，たり の重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をい う。 ）に肖該加　　１個鳬た りの重量 （同号に規定する加熱式たばこ の重ｔをいう 。） に燮，該加

熱式たばこの品目 ごと の数ｔを乗じて得た重］ほ を合計し，その合計重Ｊｉ１を紙　 熱式たばこの ＩＷＩ目 ごと の数ｌほ を乗 じて得た重Ｊほを合計 し， その合計重Ｊほを紙

巻たばこの本数に換算するｊ＝ｊまによ り行 うものとする。　　　　　　　　　　　 巻たばこの本数に換算する方伍によ り行 うものと する。

６　 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　略

７　 第３ 項第 ３号に掲げる方法によ り加熱式たばこに係る同号ア又はイ に定め７　第３ 項第 ２号に掲げる方法によ り加熱式たばこに係る回号ア又はイ に定め

る金額を紙巻たばこの本数に換算する場合におけ る加算は，売渡し等にＷる　 る４額を紙巻たばこの本数に換算する４合におけ る計算は，売渡し等に｛示る

加熱式たばこ の品 目ご との １個售た りの回号ア又はイ に定める金額に当，該加　 加熱式たばこ の品 目ご との １個售た りの回号ア又はイ に定めるを額に急該加

熱式たばこの品目 ごと の数ｔを乗じて得た金額を合計 し， その合計額を紙巻　 熱式たばこの品目 ごと の数覧。を乗 じて・得た金額を合計 し， その合計額を紙巻

たばこの本数に換算するｊモｊ法に より 行う もの とする。　　　　　　　　　　　　　たばこの本数に換算する方まにより 行う もの とす る。
Ｓ

８　 前項の計算に関し，加熱式たばこの 品’ 目ご との １個 亶，たり の第 ３項第３ 号８　前項の計算に関し，加熱式たばこの品目 ごと の１ 愼フき，たり の　 ３項第２号

アに定める金額又は紙巻たばこめ１ 本の金額に相鳬する金額に １銭未満の端　 アに定める金額又は紙巻たばこの１ 本の金額に相鳬する金額に １銭未満の端
－ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －　　　　　　　　　　　’

数がある場合には，その端数を切り 捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　数がある場合には，その端数を切り 捨てるものとする。
９
－

９略
－

る数を乗 じて計算 した紙巻たばこの本数に１ 本未満の端数があ る場合には
ー

その端数を切 り捨てる もの とす る。

Ｏ　略



ＩＱ

Ｃ

旧

ひたちなか市市税条例等の一部を改‾をする条例新｜日対照表 （第 ６条関係）

新

Ｎ０ ．１

備考

付　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付　則

（市たばこ税に関する経ａ措置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （市たば こ税に関する経ｔ措置）

第６ 生　略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第６ 生　略
ぽ

２　 次のをそに１１Ｓ１げ るＪり｜ 回ｌ大１ に， ２　８年おｉｔ第 ４　６　５条第１ ４ｔに規定する売・，２　 まのを琴にｍげる Ｊり｜回内に，２ ８年新法第４ ６５ ま第 ＩＪＥＲに規定する売Ｓ

し又は回生第 ２　ＪＪｉに規定する 売き しお しく はｌｊ■・が行われる 紙巻たば こ３　　し又四４第２　ＪＩＳ｛ に規定す る売渡しおし くはｉｌ等がむわれる 紙巻たばこ３

級晶に係る市たばこ税の税率は，新条例第９ ５生の規定にかかわら ず， 肖該　 級ａｌに係る 市たばこ税の税率は， ひた ちなか市市税条例第９ ５生の規定にか
ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾

各号に定める税率とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわらず，肖該各号に定める税率と する。

（１ ）　 平成 ２８ 年４ ・Ｊ１１ 日か ら平成２ ９年 ３Ｊミ１ ３　１　日ま で　 １， ００ ０本　 （１ ）　 平成 ２　８年 ４Ｊ１１ 日か ら平成２ ９年 ；３ Ｊミ１３ １日 まで　 １， ００ ０本

につき２ ，９　２　５’ ＦＩＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　につ。き ２， 。９ ２５ ＰＥＩ
ｌ

（２ ）　 平成３９年４１１ 日から平成３ ０年３Ｊ］３ １日 まで　１， ００ ０本　 （２ ）平成２　９年４Ｊ１１ 日から平成３ ０年 ３Ｊ］３ １日 まで　１， ００　０本
につき３ ，－。－ ３５ ５ＦＩ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 につき３ ，３　５　５Ｆ９

Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

（３ ）’ 平成 ３０ 年４ Ｊ１　１　日から平ぽ３ １年 ３・ ＪＪ］３ １日 まで　１， ００ ０本　 （３ ）　 平成 ３０ 年４ Ｊ１　１　日か ら平成３ １年 ９ＪＬ３　０　日ま で　 １， ００ ０本
につき４ ，－ ０　０　０Ｐモｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　につき４ ，’ ０　０ｊ ０．円

３　 略ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３　略

４　 平成 ２８耿年 ４　Ｊ１　１　日　前に ２８ 年｜目ま第４　６　５ｆｌ第 １電にＳｔする売渡し又ｊ ４　 平成 ２８ 年４ Ｊ１ １日 Ｏｋ ２８ 年｜目ま第４ ６５ ま第 １　ＪＪｉに規定する売ｔｔ－ヌ，

は回条第２項に規定する売渡し若しくはｉｒｊ■Ｓ（ ２８ 年｜日ま第４ ６９ ま第 １　 は同気第 ２　亀に規定する売・ しｊれしくは惠翫等（ ２８ 年｜目ｔ第４　６　９ま第１
ＪＪｉ第 １む・Ｘび・ ２こ９にｊ■定する・Ｓしをほく。 ）が行われた紙巻たばこ３ ａ　 亀第 ｌ　ｇｊ．び第２ そにＪ３１吏する売Ｓしをほく 。） がｔｉわれた紙きたばこ３級

品を 回ｌ］にｔ売のため所１なする １１］売陬売■き等（新ｔ９劭，９　‘２．気第１ ｇｉに蔟　 晶を回目 にＳ売のため所持する 加売Ｓ売１：き等 （ひたちなか市市税条例第 ９．
定する卸売Ｓ売業者等をい う。 ａ下この生において同 じ。 ）。又は小売Ｓ売業　 ２生の２ 第１，項に規定す，る 卸売販売業者等をいう 。ＪＪえ下この条において回

｜

考が ある Ｓ白において ，これら の考が戻得税Ｓやの一部をａまする ま律 （平　 じ。 ）又は小吏Ｓｌｌｔが ある 場台において ，こ れら の考が所得ｊＳＳ等の一
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

成２ ７年法律第９ 号。 ぶ下 （所得税法等改ＴｉＥ法ＪＴと いう 。） 附則第５ ２生第　 部を改ＪＥす る法律｛平成 ２７ 年法律第 ９号八｝，下 「所得税法等改ＪＥＥ 法」 とい

１　癢の規定によ り製ｊｌたぱこの製４考と して当該紙菴たばこ３ａｉを回 目に　 う。 ）Ｒｔｍ第５ ２生第ＵａめＪ３１定によ り製１１たぱこの製１１者 としてぎｉ該Ｍ巻

これらの者の製造たぱこの製造ｌｌから移ｉ したものとみなして回項の規定に　 たばこ３ 級ＩＷＩ を回 目にこれらの者の製造たｔｆこの製造場から移けｉしたものと

より たばこ税を蠢されるこ とと なる とき は， これらの者が卸売販売業者等と　 みなして回ＪＩの規定によ りたばこ税を栽される こと となると きは，これらの

して售該紙巻・たばこ ３級■（これらの者が卸売Ｓ売業者等であるｇ合には市　 考が卸売ＪＩｌｉ売業者等としてぎｉ該丿馘巻たぱこ ３級品（これらの者が卸売販売業
ｊ　　　　 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

－　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　 Ｉ　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　・

の区域内に所在する貯蔵場所， これ らの者が小売販売業者である場合には市　 者等である場合には市のぼ域内に所在する貯蔵場所， これ らの者が小売販売

のＫ域内に所在す るき１該紙巻たばこ３ 級ａ を直接管ｌ肖１す る営業所において所　 業者であ る場合には市の区域内に所在す るＭＩ該紙巻たばこ３ 級品 を直接管１１

ｌｌ されるも のに ＩＳＲる。） ・を 同日 に小吏Ｓ売業考に売り Ｓしたも のとみな し　 すやき業皈において所掩される ものにＩＳＲ る。 ）を回目 に小吏販売業ざに売り
て， 市たばこ税をほする。 このｇ合における市たばこ税のａ税標準はノ气該　 渡したものとみな七て，市たばこ税をＳずる。この場合における市たばこ税
売り 渡したものと みな される紙巻たばこ ３級・の本数とし，きｉ該市たばこ税　 の課税標準は，きｉ該売り 渡したも のとみな される紙；巻たばこ３ 級■の本数と

の税率は，１ ，０ ００ 本につき ４３ ０Ｐ］と する。　　　　　　　　　　　　　　　し， やｉ 該市たばこ税の税率は，１ ，０ ００本につーき４ ３０ ＰＥＩと する。



Ｑ

○

旧

５～ １２　略

１３ ’平成３ １年 ４Ｊｊ　１　日前に２ ８年新法第４ ６５ 条第 １項に規定する売渡し
一一一一一

又は回条第２ 項に規定する売渡 しお しく は惠戮等が行われた紙巻たばこ ３Ｍ

品を回目 にＪ仮売のため所持する卸売面，売業者等又は小売丿縦売業者がある４合

において ，こ れら の者が所得税法等改止法附則第 ５２ 条第 １２ 項の規定によ

り製造たばこ の製ｔ。者と して 售該紙巻たばこ３ 級品 を回 目に これ らの者の製

造た ばこ の製造場から 移出 した もの とみ なし て回 項の 規定 によ りた ばこ 税を

課される こと となると きは，これらの者が卸売販売業者等として鳬該紙巻た

ばこ ３級 品（ これ らの者が 卸売Ｘ売業者等で ある 場合 には市の 区域内に 所在

する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在

する 范該紙巻 たば こ３ 級品 を直接菅 垣１する 営業所に おい て所持さ れる ものに

驚る。） を回 目に小売販売業者に売 り渡したもの とみなして， 市たばこ税を

課する。 この場合における市たばこ税のほ税標準は， 肖該売り 渡したものと

みな される紙巻たばこ ３級品の本数とし，肖該市たばこ税の税率は，１ ，０

００ 本につき １で ２６ ２Ｐモｌ とす る。

新

Ｎ０　２

備考

５～ １　２．略

１３　 平成 ３１ 年１ ０Ｊ］１ 日前に２ ８年新法第４ ６５ 条第 ＩＪミｒｔに規定する売渡
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

し又 は同 条第 ２項 に規定す る売渡し若し くは 消費等が 行われた紙巻 たば こ３

縁台 を回 目に ！ＩＲ売 のた め所持す る卸 売ｌｉ売 業者等又 は小売販 売業者が ある場

合において， これらの者が所得税法等改‾ｉＥ法附則第５ ２条第１ ２Ｊミ肖の規定に

より 製造たば この製造者と して 鳬該紙巻 たば こ３ 級台 を回 目に これ らの 者の

製ぷ１たばこの製４ｊｇから移ｍしたものと みな して同雉の規定により たばこ税

を散され るこ とと なる とき は， これ らの者が 卸売販売業者等と して 售該紙巻

たば こ３ 級台 （こ れら の者が卸売販売業者等であ る場合に は市の区域内 に所

在す る貯蔵場 所， これ らの者が 小売販売業者であ る場合に は市の区域内 に所

在す る售該紙巻た ばこ ３級台を 直接管理する 営業所に おい て所持さ れる もの

に限 る。 ）を 回目 に小売販売業者に 売り 渡し たも のと みな して ，市 たば こ税

を課する 。こ の場合に おけ る市たば こ税の課税標 準は ，售該売 り渡 した もの

とみなされる紙巻たばこ３ 級台の本数と し， 肖該市たばこ税の税率は， １，

００ ０本 につ き１ ．６ ９２ Ｐ］ とす る。

１Ａ　第５ 項か ら第 ８項までの規定はレ前項の規定によ り市たばこ税をほする　１４　 第５ 項か ら第 ８項までの規定は，前項の規定によ り市たばこ税を壜，する

場合について準Ｊ４１する。この場ｉ合において，次の表の包欄に掲げる規定中回　 ４合について準丿干ｊ する。この果合において， 次の表の祉欄に掲げる規定中回

表の中欄に掲。げる字句は，それぞれ回表の右欄に掲げる字句に読み替える も　 表の中欄に掲げる字句は， それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のと する。

第５項

第６項

略

前項

附則第２ ０条第４項

平成 ２８ 年５ Ｊミ１２日

平成、２ ８年 ９Ｊｊ３ ０日

路

第１ ３項

附ｍ第２ ０条第１ ４項において

準ＪＩモ１す る鶚条第 ４ＪＩ

平成 ３１ 年４ Ｊ１　３　０　日

平成 ３１ 年９ Ｊ１　３　０　日

略

のと する。

第５項

第６項

略

前項

附則 第２ ０条第４項

平成 ２８ 年５ Ｊ１ ２日

平成 ２８ 年９ Ｊ１　３　０　日

路

第１ ３項

附則 第２ ０条 第１ ４項 にお いて

準用 する 鶚条第４項

平成 ３１ 年１ ０ナｊ３ １日

平成 ３２ 年３ Ｊ］ ３１ロ

略


